
変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
一
九
）

変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準

│
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所

│

青　
　

山　
　

武　
　

憲

は
じ
め
に

憲
法
上
、
基
本
的
人
権
を
含
む
基
本
権
を
保
障
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
い
か
に
規
制
す
る
か
は
、
永
遠
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
換

言
す
れ
ば
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
権
の
範
囲
を
確
定
す
る
問
題
で
も
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
降
、「
合
衆
国
」
と
云
う
。）
で
は
、
基
本
権
規
制
の
合
憲
性
の
問
題
は
、
最
終
的
に
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て

判
断
さ
れ
る
。
そ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
こ
ん
に
ち
で
こ
そ
然
程
に
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
時
期
、
合
衆
国
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判

所
が
人
格
的
な
権
利
（
ま
た
は
自
由
）
あ
る
い
は
非
経
済
的
な
権
利
（
ま
た
は
自
由
）
と
財
産
権
あ
る
い
は
経
済
的
な
権
利
（
ま
た
は
自
由
）

と
の
間
に
二
重
の
審
査
基
準
を
設
け
て
い
た
。
実
際
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
は
、
取
り
分
けW

arren

コ
ー
ト
か
らB

urger

コ
ー
ト
に

七
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
二
〇
）

か
け
て
の
一
時
期
、
後
者
に
比
し
て
前
者
に
対
す
る
憲
法
の
保
護
を
強
め
る
扱
い
を
し
た
際
立
っ
た
時
代
が
存
し
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

連
邦
最
高
裁
判
所
で
右
の
意
味
の
「
二
重
の
基
準
」
論
が
非
常
な
勢
い
を
示
し
、
し
か
も
、
か
な
り
の
評
価
を
受
け
た
時
代
が
存
し
た
の

で
あ
る
。

二
重
の
基
準
論
そ
の
も
の
は
、
後
述
す
る
如
く
、
必
ず
し
も
明
確
な
理
論
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
何
に
基
準
を
置
く

か
に
よ
っ
て
様
々
で
一
概
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
、
右
に
触
れ
た
よ
う
な
「
二
重
の
基
準
」
論
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
そ
れ
がG

.G
unther

とN
.D

ow
ling

の
共
著

（
1
）

で
論
じ
ら
れ
、
ま
た
、H

arry H
.W

ellington

が
そ
の
論
文

（
2
）

で
、G

unther

ら
の
共
著
やU

.S
.v.C

arolen
e P

rod
u

cts C
o., 1938 （

3
）

に
お
け
るS

tone

判
事
に
よ
る
法
廷
意
見
の
有
名
な
「
註
の
四
」
の
考
え
方
に
触

れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
論
じ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、H

.H
.W

ellington

が
正
し
い
と
し
た
二
重
の
基
準
論
は
、
右
の
如
き
「
二
重

の
基
準
」
論
で
は
な
く
、
政
策
と
原
理
と
の
区
別
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た

（
4
）

。
し
か
し
、
二
重
の
基
準
論
の
多
く
は
、S

tone

判
事
の
商

業
的
取
引
を
意
識
し
た
「
註
の
四
」
的
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

（
5
）

。
た
と
え
ば
、H

enry J.A
braham

とB
arbara A

.P
ennry

と
が
、

そ
の
共
著
で
政
府
の
経
済
規
制
が
常
に
寛
大
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
非
経
済
的
な
市
民
の
自
由
や
権
利
の
規
制
が
非
常
に
細

密
に
審
査
さ
れ
て
い
る
と
説
い
た
如
く
で
あ
る

（
6
）

。
実
際
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
後
も
暫
時
維
持
し
た
そ
の
い
わ
ば

古
典
的
自
由
主
義
姿
勢
がR

oosevelt

大
統
領
に
よ
る
威
圧
の
影
響
を
受
け
る

（
7
）

や
そ
の
姿
勢
を
大
き
く
変
え

（
8
）

、
経
済
的
な
権
利
あ
る
い
は

財
産
権
の
規
制
の
合
憲
性
の
審
査
を
緩
め
た
。
そ
れ
も
、
そ
の
姿
勢
を
か
な
り
の
期
間
維
持
も
し
た

（
9
）

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
連
邦
最
高

裁
判
所
の
動
向
に
対
し
て
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
批
判
的
な
見
解
が
示
さ
れ
た
。W

est V
irgin

ia S
tate B

oard
 of E

d
u

cation
 

v.B
arn

ette, 1943

に
お
け
るF

rankfurter

判
事
の
異
見
や
一
九
五
八
年
のH

arvard

大
学
のO

liver H
olm

es W
endell

講
座
に
お
い

て
、L

earned H
and

判
事
に
よ
る
疑
問
が
呈
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
自
由
に
関
し
て
経
済
的
な
価
値
に
比
し
人
格
的

八
〇



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
二
一
）

な
価
値
を
優
位
さ
せ
る
憲
法
上
の
根
拠
の
有
無
に
関
す
る
疑
問
が
投
げ
掛
け
ら
れ
た
の
だ

（
10
）

。
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
呈
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
一
九
七
〇
年
代
の
後
期
か
ら
一
九
八
〇
年
代
の
初
期
に
か
け
て
「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
に
翳
り
が
現
れ
始
め
た

（
11
）

。
そ

し
て
こ
ん
に
ち
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
、
そ
の
面
影
は
と
も
か
く
、
影
を
潜
め
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
の
基
本
権
規
制
に
対
す
る
審

査
に
は
、
時
代
と
共
に
変
化
が
確
認
さ
れ
る
の
だ
。

一　
「
註
の
四
」
的
「
二
重
の
基
準
」
論
の
盛
衰

1　
「
註
の
四
」
的
「
二
重
の
基
準
」
論
の
生
成

⑴　

Lochner

時
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所

自
由
規
制
の
審
査
基
準
を
自
由
の
性
格
に
基
づ
い
て
差
別
す
る
結
果
を
齎
し
た
「
註
の
四
」
的
「
二
重
の
基
準
」
論
へ
の
思
想
的
萌
芽

は
、
憲
法
上
の
契
約
の
自
由
が
確
と
認
め
ら
れ
たL

ochner

時
代
に
存
す
る
。L

ochner

時
代
と
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
適
正
手
続

規
定
を
実
体
的
に
分
析
し
て
そ
の
規
定
に
憲
法
が
明
示
に
定
め
て
い
な
い
契
約
の
自
由
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
種
の
基
本
権
を
社
会
労
働

立
法
か
ら
守
護
し
た
時
代
を
云
う
。
そ
れ
は
、
通
常
、
一
八
九
七
年
か
ら
一
九
三
七
年
と
さ
れ
る

（
12
）

が
、
そ
の
時
代
の
原
理
で
あ
る
い
わ
ゆ

るL
ochner

主
義
は
、
適
正
手
続
規
定
に
お
け
る
「
人
」
の
中
に
法
人
を
含
め
たS

an
ta C

lara C
ou

n
ty v.S

ou
th

ern
 P

acifi c 

R
ailroad

 C
o., 1886 （

13
）

や
州
の
い
わ
ゆ
る
禁
酒
法
違
反
が
争
わ
れ
たM

u
gler v.K

an
sas, 1887 （

14
）

に
芽
生
え
た
原
理
で
あ
る
。
と
り
わ
け

M
ugler

事
件
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
立
法
府
が
そ
の
権
限
を
超
え
て
い
る
か
否
か
の
問
題
と
取
り
組
む
場
合
に
単
に
事
の
形
式
あ

る
い
は
外
形
だ
け
で
な
く
、
事
の
実
質
あ
る
い
は
中
身
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
公
衆
の
衛
生
、
道
徳
若
し
く
は
安
全
を
守

る
為
の
立
法
が
実
質
的
に
そ
の
目
的
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
、
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
責
務

八
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
二
二
）

を
有
す
る
と
し
た
の
で
あ
る

（
15
）

。
そ
の
よ
う
な
動
き
の
延
長
上
で
、A

llgeyer v.L
ou

isian
a, 1897 （

16
）

お
よ
びL

och
n

er v.N
ew

 York, 1905 （
17
）

に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
修
正
（
以
降
、「
修
正
」
と
云
う
。）
一
四
条
の
適
正
手
続
に
よ
っ
て
不
当
な
政
府
の
侵
害
か
ら
憲
法
に
明
示
に
規

定
さ
れ
て
い
な
い
契
約
の
自
由
と
云
う
実
体
的
な
権
利
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
と
認
め
ら
れ
た
。
連
邦

最
高
裁
判
所
が
、
合
理
的
な
理
由
も
無
く
経
済
的
基
本
権
を
規
制
し
て
い
る
と
し
て
実
体
的
適
正
手
続
論
を
説
き
、H

olm
es

判
事
が

H
erbert S

pencer
の
「
社
会
静
学
」（S

ocial S
tatics

）
的
論
法
と
批
判
し
た
判
決

（
18
）

を
繰
り
返
す
時
代
に
入
っ
た
の
だ
。
こ
のL

ochner

期
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
社
会
労
働
立
法
を
拒
否
し
続
け
た
こ
と
か
ら
、
自
由
放
任
主
義
と
評
さ
れ
た
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
云
う

こ
と
ば
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
時
代
な
の
だ
。
た
だ
こ
のL

ochner

時
代
に
、
経
済
的
な
基
本
権
だ
け
で
な
く
、
同
じ
法
理
で
非

経
済
的
な
基
本
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、M

eyer v.N
ebraska, 1923 （

19
）

で
、
身
体
的
自
由
権
だ

け
で
な
く
有
益
な
知
識
を
取
得
す
る
権
利
や
婚
姻
を
す
る
権
利
等
が
精
神
的
な
自
由
権
や
身
分
的
な
権
利
と
し
て
確
認
さ
れ
た
し
、
ま
た
、

P
ierce v.S

ociety of th
e S

isters of th
e H

oly N
am

es of Jesu
s an

d
 M

ary, 1925

で
、
両
親
や
後
見
人
の
子
供
を
養
育
お
よ
び
教

育
す
る
自
由
も
認
め
ら
れ
た
如
く
で
あ
る

（
20
）

。
実
体
的
適
正
手
続
で
保
障
さ
れ
る
自
由
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
そ
の
時

代
、
そ
れ
ら
を
規
制
す
る
合
憲
性
の
審
査
基
準
が
経
済
的
自
由
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
合
理
性
の
審
査
基
準
が
最

初
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、M

u
n

n
 v.P

eople of S
tate of Illin

ois, 1876

と
思
わ
れ
る

（
21
）

が
、
そ
の
時
代
、
基
本
権
の
性
質
に
関
係
な
く
、

そ
の
審
査
基
準
が
す
べ
て
の
自
由
の
規
制
に
関
し
て
貫
か
れ
た
の
で
あ
る

（
22
）

。

そ
のL
ochner

時
代
、R

oosevelt

が
大
統
領
に
な
る
と
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
変
化
が
現
れ
た
。N

ebbia v.P
eople of N

ew
 York

（
一
九
三
四
）
で
州
の
農
業
・
市
場
法
の
下
で
ミ
ル
ク
規
制
委
員
会
に
よ
る
ミ
ル
ク
の
販
売
価
格
の
規
制
の
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
た
の
だ

（
23
）

。

経
済
的
自
由
に
対
す
る
強
い
保
護
が
緩
和
さ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
、N

ebbia
事
件
は
、L

ochner

時
代
の
終
焉
を
意
味
し
な
か
っ
た
。

八
二



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
二
三
）

そ
の
後
も
、U

n
ited

 S
tates v.B

u
tler, 1936

で
は
、
農
業
調
整
法
下
の
課
税
が
違
憲
と
さ
れ
た
し

（
24
）

、C
arter v.C

arter C
oal 

C
om

pan
y, 1936

で
も
、
石
炭
産
業
を
規
制
す
る
立
法
が
無
効
と
さ
れ
た
の
だ

（
25
）

。L
ochner

主
義
が
真
に
覆
さ
れ
た
の
は
、
婦
人
の
最
低

賃
金
規
制
を
認
め
たW

est C
oast H

otel C
o.v.P

arrish, 1937 （
26
）

に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
だ

（
27
）

。L
ochner

時
代
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

取
り
分
け
経
済
的
実
体
的
適
正
手
続
の
領
域
で
政
府
の
行
為
に
対
し
て
ほ
ぼ
反
抗
的
あ
る
い
は
否
定
的
で
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
そ
のL

ochner

時
代
、H

olm
es

判
事
、R

oscoe P
ound

、C
ardozo

判
事
に
見
ら
れ
る
如
く
、
実
用
主
義
を
法
解
釈
学
に

持
ち
込
み
、
彼
ら
が
自
由
放
任
主
義
的
な
も
の
と
看
做
し
たL

ochner

主
義
と
対
峙
す
る
動
き
が
存
在
し
た
。
ま
た
い
わ
ば
ニ
ュ
ー
・

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
姿
勢
を
有
し
たH

olm
es

判
事
に
は
、A

bram
s

事
件
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
明
白
で
差
し
迫
っ
た
危
険
の
テ
ス
ト
の

法
理
に
お
い
て
、（「
危
険
な
あ
る
い
は
悪
性
の
傾
向
」（dangerous or bad tendency

）
論
の
延
長
上
の
）
明
白
で
現
在
の
危
険
が
説
か
れ
た

S
chenck

事
件

（
28
）

以
上
に
言
論
の
自
由
を
強
く
保
護
す
る
考
え
方
も
確
認
さ
れ
た

（
29
）

。
合
理
性
の
基
準
に
関
す
る
変
化
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
連

邦
最
高
裁
判
所
の
内
外
で
、
社
会
労
働
立
法
の
擁
護
や
、
就
中
言
論
あ
る
い
は
プ
レ
ス
の
自
由
に
対
す
る
思
い
入
れ
の
動
き
、
二
重
の
基

準
論
へ
の
滴
と
な
る
動
き
が
存
し
た
の
だ

（
30
）

。

⑵　

二
〇
世
紀
半
ば
の
連
邦
最
高
裁
判
所

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
三
四
年
のN

ebbia

事
件
判
決
お
よ
び
一
九
三
七
年
のW

est C
oast H

otel C
o.

事
件
判
決
に
お
い
て
経

済
的
実
体
的
適
正
手
続
の
分
野
に
お
け
る
政
府
の
規
制
に
対
す
る
攻
撃
的
な
姿
勢
か
ら
後
退
す
る
兆
候
を
示
し
た
。
予
て
よ
り
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
政
府
に
よ
る
規
制
の
目
的
と
方
法
と
を
審
査
す
る
方
法
に
よ
っ
て
立
法
に
挑
戦
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
の

判
決
で
立
法
に
対
し
て
敬
意
を
払
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
判
決
に
お
い
て
契
約
取
り
決
め
の
最
も
基
本
的
な
こ
と
を
規
制
す
る

立
法
が
、
肯
認
さ
れ
た
の
だ

（
31
）

。

八
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
二
四
）

W
est C

oast H
otel C

o.

事
件
以
降
、
一
九
四
〇
年
代
お
よ
び
一
九
五
〇
年
代
を
通
じ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
経
済
的
実
体

的
適
正
手
続
に
係
る
立
法
尊
重
の
姿
勢
は
、
常
態
化
し
た

（
32
）

。
そ
の
事
件
以
降
、
個
人
の
経
済
的
権
利
は
、
政
府
の
規
制
に
よ
っ
て
縮
減
さ

れ
た
の
だ
。L

ochner

主
義
に
批
判
的
で
法
曹
界
で
際
立
っ
た
存
在
で
あ
っ
たH

olm
es

判
事
、R

.P
ound

、L
.H

and

、C
harles 

W
arren

ら
の
影
響
を
受
け
て
、
経
済
的
あ
る
い
は
社
会
的
労
働
立
法
の
審
査
に
際
し
て
司
法
の
謙
抑
主
義
が
現
実
化
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

L
ochner

時
代
の
終
焉
間
も
な
く
、
一
九
三
七
年
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
「
二
重
の
基
準
」
論
の
明
確
な
予
兆
が
現
れ
た
。

第
一
級
殺
人
で
有
罪
と
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
たP

alko v.S
tate of C

on
n

ecticu
t, 1937 （

33
）

に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
事
件
で
、

C
ardozo

判
事
が
、「
権
利
の
章
典
」
が
保
障
し
て
い
る
も
の
を
基
本
的
な
も
の
と
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
は
修
正
一
四
条
に
吸
収
し
て
含

ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
言
論
の
自
由
に
関
す
る
規
制
が
経
済
規
制
に
用
い
ら
れ
た
審
査
に
比
し
て
よ
り
厳
し
い
審
査
を

受
け
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
だ

（
34
）

。
州
際
通
商
に
係
るC

arolene P
roducts C

o.

事
件
で
は
、
さ
ら
に
明
確
な
予
兆
が
現
れ
た
。
そ
の
事

件
の
法
廷
意
見
でS

tone

判
事
が
付
し
た
「
註
の
四

（
35
）

」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
でS

tone

判
事
は
、
憲
法
が
修
正
一
〇
条
ま
で
の
規
定

に
お
い
て
文
面
上
立
法
を
特
別
に
禁
止
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
立
法
に
対
し
て
な
さ
れ
る
合
憲
性
の
推
定
は
、
比
較
的
に
狭

く
な
る
旨
を
述
べ
た
の
だ

（
36
）

。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
上
の
権
利
に
係
る
立
法
に
つ
い
て
合
憲
性
が
推
定
さ
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と

が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
定
の
権
利
に
関
す
る
立
法
府
の
判
断
に
対
し
て
司
法
が
尊
重
す
る
場
合
と
そ

う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
通
常
の
商
業
取
引
に
係
る
立
法
に
対
す
る
合
理
的
な
司

法
審
査

（
37
）

と
「
権
利
の
章
典
」
上
の
権
利
に
係
る
立
法
に
対
す
る
よ
り
厳
格
な
司
法
審
査
と
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
38
）

。

そ
の
後
、S

kin
n

er v.S
tate of O

klah
om

a.ex rel W
iiliam

son, 1942 （
39
）

で
は
、
常
習
犯
罪
者
に
対
し
て
一
応
に
適
用
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
差
別
的
な
強
制
避
妊
を
定
め
た
州
法
に
つ
い
て
厳
し
い
審
査
が
行
わ
れ
た
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
不
愉
快
な
差
別
」
と
云

八
四



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
二
五
）

う
こ
と
ば
を
用
い
て
、
差
し
迫
っ
た
政
府
の
目
的
が
無
い
限
り
そ
の
よ
う
な
差
別
に
従
来
の
合
理
的
審
査
と
異
な
る
基
準
を
用
い
た
の
だ
。

そ
の
際
、
婚
姻
や
生
殖
は
人
種
の
存
続
に
基
本
的
な
も
の
と
さ
れ
、
人
の
基
本
的
な
市
民
権
の
一
つ
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
避

妊
に
関
す
る
権
限
が
行
使
さ
れ
る
と
、
名
状
し
難
い
極
端
に
破
壊
的
な
結
果
が
齎
ら
さ
れ
得
る
と
さ
れ
、
避
妊
は
、
永
遠
に
基
本
的
な
自

由
の
一
つ
を
奪
う
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
州
が
避
妊
法
で
行
う
差
別
に
対
す
る
厳
し
い
審
査
は
、「
不
愉
快
な
差
別
」

が
な
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
40
）

。
こ
のS

kinner

事
件
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
「
二

重
の
基
準
」
論
の
走
り
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
前
、
多
数
意
見
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、S

tone

判
事
は
、
信
教
を
理
由
と
し
て
国
旗
敬
礼
を
拒
絶
し
た
こ
と
で
事
件
化
し
た

M
in

ersville S
ch

ool D
istrict v.G

obitis, 1940

の
反
対
意
見
で
、
少
数
者
が
有
す
る
修
正
一
条
お
よ
び
修
正
一
四
条
の
自
由
に
対
す

る
規
制
立
法
に
対
す
る
入
念
な
司
法
審
査
の
必
要
を
説
い
て
い
た

（
41
）

。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
い
わ
ば
非
経
済
的
な
自
由
を
強
調
す
る
主
張
は
、

S
tone

が
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
（
以
降
、「
長
官
」
と
云
う
。）
と
な
っ
た
後
、
更
に
明
確
な
か
た
ち
で
説
か
れ
た
。S

kinner

事
件
と
同

じ
年
、Jon

es v.C
ity of O

pelika, 1942

の
反
対
意
見
に
お
い
て
、
修
正
一
条
は
言
論
の
自
由
や
宗
教
の
自
由
を
そ
れ
ら
を
一
掃
し
よ

う
と
す
る
差
別
的
な
試
み
か
ら
守
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
条
項
と
修
正
一
四
条
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
自
由
を
優
越
的
な
地
位

（preferred position

）
に
置
い
て
い
る
旨
を
述
べ
た
の
だ

（
42
）

。S
tone

長
官
は
、
修
正
一
条
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
優
越
的
な

地
位
の
理
論
に
よ
っ
て
、
成
文
と
な
っ
て
い
る
自
由
と
成
文
化
さ
れ
て
い
な
い
契
約
の
自
由
と
の
間
に
解
釈
上
の
楔
を
打
ち
込
ん
だ
の
だ
。

そ
の
よ
う
なS

tone

長
官
の
見
解
が
連
邦
最
高
裁
判
所
の
意
見
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
は
、
宗
教
的
出
版
物
の
販
売
に
免
許
税
を
課

し
た
州
の
条
例
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
り
、D

ouglas

判
事
が
法
廷
意
見
を
述
べ
たM

u
rd

ock v.C
om

.of P
en

n
sylvan

ia, 1943

に
お

い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
プ
レ
ス
の
自
由
、
言
論
の
自
由
お
よ
び
信
教
の
自
由
が
優
越
的
地
位
に
あ
る
こ
と
が
確
と
認
め
ら
れ
た
の
だ

（
43
）

。

八
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
二
六
）

こ
の
優
越
的
地
位
の
理
論
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
初
期
ま
で
、
か
な
り
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
陰
に
陽
に
認
め
ら
れ
て
い
る

（
44
）

。

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
強
制
収
容
に
係
るK

orem
atsu

 v.U
n

ited
 S

tates, 1944 （
45
）

で
は
、
民
族
的
な
存
続
が
政
府
の
強
度
の
利
益
で

あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
特
定
の
人
種
の
公
民
権
を
制
限
す
る
す
べ
て
の
法
的
規
制
が
、
差
し
迫
っ
た
公
共
の
必
要
が
あ
る
場
合
を
別
と

し
て
、「
直
ち
に
疑
わ
し
い
（im

m
ediately suspect

）
差
別
」
と
し
て
最
も
厳
し
い
審
査
に
服
す
る
と
さ
れ
た

（
46
）

。K
orem

atsu

事
件
で
は
、

軍
当
局
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
背
信
行
為
の
証
拠
が
認
め
ら
れ
て
、
強
制
収
容
の
違
憲
性
は
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た

S
kinner

事
件
に
お
け
る
厳
し
い
審
査
か
ら
最
も
厳
し
い
審
査
へ
の
こ
と
ば
の
変
化
は
、
将
来
、
差
別
の
問
題
に
お
け
る
合
憲
性
の
審
査

の
三
重
の
基
準

（
47
）

の
出
現
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
五
三
年
にW

arren

コ
ー
ト
が
誕
生
す
る
と
、
一
定
の
差
別
お
よ
び
一
定
の
人
格
的
、
非
経
済
的
権
利
に
係
る
事
件
に
お
い
て
政

府
の
行
為
に
対
し
て
強
め
ら
れ
た
審
査
（heightened scrutiny

）
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
、
経
済
的
権
利
に
係
る
事
件
で
は
、

合
理
的
な
審
査
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
動
向
を
反
映
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
の
初
期
に
か
け
て
は
、
す
な
わ
ち
、

W
arren

コ
ー
ト
お
よ
び
初
期
のB

urger

コ
ー
ト
に
お
い
て
は
、「
二
重
の
基
準
」
論
は
、
憲
法
判
断
に
際
し
て
の
中
心
的
な
地
位
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
48
）

。

⑶　
「
二
重
の
基
準
」
論
と
基
準
の
変
化

一
九
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
日
曜
休
日
法
と
修
正
一
条
と
の
関
係
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ

（
49
）

。
そ
の
際
、W

arren

長
官
に
は
、
日
曜
日
を
休
日
と
す
る
こ
と
が
宗
教
色
を
失
い
始
め
て
お
り
、
そ
の
日
に
前
週
の
労
働
か
ら
の
回
復
と
次
週
の
労
働
へ
の
準

備
の
日
と
す
る
世
俗
性
を
認
め
、
問
題
の
法
律
を
宗
教
を
支
援
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た

（
50
）

。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
お
け

る
合
憲
性
の
審
査
は
、
合
理
的
な
根
拠
の
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

（
51
）

。
と
こ
ろ
が
そ
の
二
年
後
、W

arren

コ
ー
ト
に
変
化
が
現
れ
た
。

八
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変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
二
七
）

S
h

erbert v.V
ern

er, 1963

に
お
い
て
、
土
曜
日
を
安
息
日
と
す
る
安
息
日
再
臨
派
（S

eventh-day A
dventist

）
に
係
る
事
件
で
、
修
正

一
条
の
権
利
を
規
制
す
る
に
は
、「
強
度
の
州
益
」
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ

（
52
）

。「
厳
格
な
審
査
」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
二
〇

年
間
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、W

iscon
sin

 v.Yod
er, 1972 （

53
）

を
例
外
と
し
て
、
同
種
の
事
件
で
こ
の
「
強
度
の
国
（
あ
る
い
は
州
）
益
」
の

テ
ス
ト
を
用
い
て
い
る

（
54
）

。
因
み
に
、Y

oder

事
件
で
は
、
特
定
宗
派
の
信
徒
の
子
供
に
対
す
る
教
育
の
強
制
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
義
務

教
育
制
を
採
る
州
に
基
本
的
な
教
育
の
管
理
と
期
間
に
関
し
て
合
理
的
な
規
制
権
が
認
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
、
信
教
の

自
由
の
問
題
に
係
る
二
重
の
基
準
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
修
正
一
条
の
言
論
の
自
由
に
関
連
し
た
変
化
は
、
信
教
の
自
由
の
領
域
に
お
け
る
ほ
ど
劇
的
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
複
雑
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
一
九
七
〇
年
代
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
言
論
の
自
由
に
係
る
複

雑
な
問
題
に
対
処
で
き
る
概
念
上
の
枠
組
み
の
構
築
と
取
り
組
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
取
り
組
み
に
は
、
先
ず
、
喧
嘩
こ
と
ば

（
55
）

、
猥

褻
な
言
論

（
56
）

、
児
童
ポ
ル
ノ

（
57
）

お
よ
び
（
差
し
迫
っ
た
無
法
の
行
為
を
志
向
し
た
言
論
と
云
う
）B

randenburg

テ
ス
ト
を
適
用
し
た
暴
力
の
扇
動

（
58
）

と
い
っ
た
内
容
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
な
い
言
論
と
云
う
範
域
を
設
け
た
範
疇
化
が
あ
っ
た
。
こ
の
範
疇
の
言
論
に
は
、
部
分
的
に
で
は

あ
っ
た
が
、
名
誉
毀
損
や
商
業
言
論
も
含
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
全
く
保
護
さ
れ
な
い
範
疇
の
言
論
は
、
非
言
論
で
あ
る
か
の
よ
う

に
規
制
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
社
会
に
と
っ
て
価
値
が
最
も
少
な
い
（d

e m
in

im
is

）
あ
る
い
は
無
価
値
な
も
の
で
、
修
正
一
条
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
の
だ
。
ま
た
部
分
的
に
保
護
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
範
疇
の
言
論
の
規
制
は
、
保
護
さ
れ
た
言
論
に
比
し
て
よ

り
緩
や
か
な
審
査
に
服
し

（
59
）

た
（
60
）

。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
は
、
修
正
一
条
の
言
論
に
関
連
し
て
、
厳
し
い
審
査
を
受
け
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
二
重
の
審
査
が
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
よ
り
精
確
に
は
、
保
護
さ
れ
る
言
論
、
部
分
的
に
保
護
さ
れ
な
い

も
の
、
お
よ
び
保
護
さ
れ
な
い
も
の
と
云
う
種
別
が
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

八
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
二
八
）

連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
論
の
自
由
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
、
平
穏
な
集
会
の
権
利
お
よ
び
苦
情
の
救
済
を
請
願
す
る
権
利

と
同
根
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
61
）

。
そ
れ
ら
を
表
現
の
自
由
と
云
う
こ
と
ば
で
総
括
で
き
る
と
す
れ
ば

（
62
）

、
そ
の
表
現
の
自
由
に
係
る
連
邦
最

高
裁
判
所
の
扱
い
に
は
、
表
現
の
内
容
規
制
は
も
と
よ
り
、
不
公
平
な
差
別
が
無
け
れ
ば
、
場
所
、
時
、
手
段
あ
る
い
は
方
法
に
よ
る
規

制
が
可
能
な
こ
と

（
63
）

に
鑑
み
、
多
様
な
審
査
基
準
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
視
点
次
第
で
は
、
単
純
に
二
重
の
基
準
を
論
ず
る
こ

と
は
で
き
な
い

（
64
）

。
た
と
え
ば
、
一
九
三
九
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
は
、
言
論
の
規
制
を
判
断
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
場
所
に
注
目
し

た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
が
現
れ
た

（
65
）

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
官
有
地
を
私
有
地
と
同
じ
理
屈
で
支
配
で
き
る
と
す
るD

avis

法

理
（
66
）

を
放
棄
し
、
街
路
や
公
園
や
公
有
地
等
に
つ
い
て
集
会
の
た
め
に
広
範
に
あ
る
い
は
制
限
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
市
民
の
権
利
と
し
て

認
め
始
め
た
の
だ
。K

alvin

の
小
論
あ
る
い
はR

obert

判
事
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る

（
67
）

こ
の
よ
う
な
理
論
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
現
れ

た
の
は
、H

agu
e v.C

.I.O
, 1939

に
お
い
て
で
あ
る

（
68
）

。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
は
、
以
降
、
お
よ
そ
七
〇
年
間
、
か
な
り
に
論
じ
ら
れ
る
が
、

一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
分
析
は
、
非
常
に
流
動
的
と
な
っ

た
（
69
）

。
た
と
え
ば
、P

olice D
ep’t v.M

osley, 1972
で
は
、
そ
れ
が
修
正
一
条
と
密
接
に
関
連
し
た
平
等
の
保
護
の
問
題
と
し
て
も
論
じ

ら
れ
た

（
70
）

。
そ
の
後
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
州
立
大
学
の
学
生
宗
教
団
体
に
よ
っ
て
大
学
の
オ
ー
プ
ン
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
政
策
に
対
し
て

な
さ
れ
た
異
議
が
事
件
化
し
たW

id
m

ar v.V
in

cen
t, 1981

を
契
機
と
し
て

（
71
）

、
そ
の
理
論
に
は
、
従
来
論
じ
ら
れ
た
伝
統
的
パ
ブ
リ
ッ

ク
で
も
ノ
ン
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
で
も
な
い
第
三
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
生
ま
れ
た

（
72
）

。
制
限
さ
れ
た
あ
る
い
は
指
定
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
。
こ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
論
と
時
や
方
法
に
よ
る
規
制
と
が
密
接
で
あ
る
こ
と
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。

た
と
え
ば
、
開
放
さ
れ
た
公
の
場
所
に
お
け
る
門
限
に
よ
る
規
制
は
可
能
で
あ
る
し

（
73
）

、
ま
た
、
場
所
次
第
で
は
、
音
量
や
無
秩
序
な
行
動

を
規
制
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
如
く
で
あ
る

（
74
）

。
な
を
、
最
近
で
は
、
言
論
の
自
由
を
支
持
す
る
た
め
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

八
八
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分
析
は
必
要
で
は
な
く
、
そ
の
種
の
分
析
に
変
え
て
古
い
起
源
を
有
す
る
自
然
的
あ
る
い
は
基
本
的
な
財
産
権
に
基
づ
い
た
警
察
権
の
分

析
に
よ
っ
て
論
ず
る
仕
方
が
現
れ
て
い
る
。
上
位
の
権
威
に
よ
っ
て
正
当
に
規
制
さ
れ
な
い
限
り
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
所
で
広
範
な
言
論
権

を
持
つ
と
云
う
主
旨
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
75
）

。

連
邦
最
高
裁
判
所
で
は
、
言
論
の
自
由
と
云
う
こ
と
ば
は
、
取
り
分
け
プ
レ
ス
の
自
由
と
云
う
こ
と
ば
と
互
換
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
そ
の
自
由
を
享
受
す
る
手
段
で
あ
る
印
刷
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
と
電
波
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
と
で
は
、
当
然
に
法
的
扱
い
に
差
異

が
あ
る
。
印
刷
メ
デ
ィ
ア
の
規
制
は
、
電
波
メ
デ
ィ
ア
の
そ
れ
に
比
し
て
よ
り
厳
し
い
審
査
を
受
け
る
の
だ
。
電
波
メ
デ
ィ
ア
の
場
合
、

電
波
の
稀
少
性
を
認
め
そ
れ
を
公
の
も
の
と
す
る
考
え
方
が
あ
り

（
76
）

、
そ
の
規
制
の
審
査
は
、
前
者
に
比
し
て
よ
り
緩
や
か
に
な
る
の
だ
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
言
論
の
手
段
に
鑑
み
た
「
註
の
四
」
的
で
は
な
い
二
重
の
基
準
論
が
可
能
と
な
る
。

平
等
に
係
る
分
野
に
お
け
る
政
府
の
行
為
に
対
す
る
審
査
基
準
は
、
一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
一
九
七
〇
年
代
非
常
に
厳
し
さ
を
強
め
た
。

こ
の
平
等
の
問
題
に
関
す
る
審
査
基
準
の
変
化
の
予
兆
は
、
既
にH

irabayash
i v.U

.S
., 1943 （

77
）

やK
orem

atsu

事
件
等
に
存
し
た
。
少

し
く
既
述
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
専
ら
人
種
に
基
づ
い
た
差
別
を
「
不
愉
快
な
」
も
の
と
述
べ

（
78
）

、
ま
た

「
直
ち
に
疑
わ
し
い
」
も
の
と
し
て
最
も
厳
し
い
審
査
に
服
す
る
旨
を
宣
し
た
の
で
あ
る

（
79
）

。W
arren

コ
ー
ト
は
、
そ
れ
ら
の
判
例
を
踏

ん
で
、
異
人
種
婚
姻
に
係
るL

ovin
g v.V

irgin
ia, 1967

に
お
い
て
、
人
種
差
別
を
「
不
愉
快
な
」
な
も
の
と
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る

に
は
「
正
当
で
最
も
重
要
な
目
的
」（legitim

ate overriding purpose
）
が
必
要
で
あ
る
と
宣
べ
て
い
る

（
80
）

。
一
九
七
一
年
に
も
、
在
留
外
国

人
に
対
す
る
福
祉
法
上
の
差
別
が
問
題
と
な
っ
たG

rah
am

 v.R
ich

ard
son, 1971 （

81
）

に
お
い
て
法
廷
意
見
を
宣
べ
たB

lackm
un

判
事
が
、

伝
統
的
な
平
等
の
保
護
の
原
理
の
下
で
は
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
限
り
、
州
に
経
済
お
よ
び
社
会
福
祉
の
分
野
に
お
け
る
差
別
に
対
す

る
広
範
な
裁
量
権
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
在
留
外
国
人
に
対
す
る
差
別
は
、
民
族
性
あ
る
い
は
人
種
に
対
す
る
も
の
と
同
様
、
元
々
疑
わ

八
九
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し
い
も
の
で
あ
り
、
司
法
の
精
査
に
服
す
る
と
宣
べ
て
い
る
。
そ
の
際
、B

lackm
un

判
事
は
、
一
つ
の
階
層
と
し
て
の
在
留
外
国
人
は
、

分
散
し
孤
立
し
た
少
数
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
と
し
、
彼
ら
の
た
め
に
強
め
ら
れ
た
司
法
の
配
慮
は
適
切
で
あ
る
と
も
宣
べ
て
い
る

（
82
）

。
し

か
し
、
そ
のG

raham

判
決
後
程
な
く
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
二
つ
の
分
野
で
在
留
外
国
人
に
関
連
し
て
合
理
性
の
根
拠
の
基
準

を
用
い
て
い
る
。
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
、
先
ず
、
在
留
外
国
人
を
行
政
、
立
法
あ
る
い
は
司
法
の
広
範
な
公
共
政
策
の
形
成
、
執
行
あ
る

い
は
審
査
に
直
接
に
参
加
す
る
重
要
な
任
命
職
の
職
位
か
ら
排
除
し
た
の
で
あ
る

（
83
）

。
在
留
外
国
人
に
対
す
る
伝
統
的
な
厚
遇
を
貶
め
る
意

図
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
外
国
人
が
民
主
的
な
政
治
機
関
へ
参
加
す
る
こ
と
を
排
除
し
た
州
の
歴
史
的
権
限
を
認
め
たS

ugarm
an

判

決
（
84
）

の
考
え
方
を
拡
大
し
て
、「
州
の
特
権
」
に
対
す
る
司
法
の
審
査
を
緩
和
し
た
の
で
あ
る

（
85
）

。
次
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
移
民
お
よ

び
帰
化
に
関
し
て
も
連
邦
議
会
の
裁
量
権
を
広
く
認
め
て
い
る
。
連
邦
業
務
に
係
る
雇
用
事
件
で
個
々
の
州
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
特
別
の
連
邦
立
法
を
正
当
化
す
る
非
常
に
重
要
な
国
益
の
存
在
を
認
め
た
の
で
あ
る

（
86
）

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
平
等
な
保
護
の
分
野

で
す
べ
て
を
厳
し
い
審
査
に
付
さ
せ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
分
野
次
第
で
は
、
合
理
的
根
拠
の
審
査
基
準
へ
の
回
帰
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
平
等
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
単
に
経
済
的
な
基
本
権
と
非
経
済
的
な
基
本
権
に
基
づ
く
「
註
の
四
」
的
な

「
二
重
の
基
準
」
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
一
九
七
二
年
に
は
既
に
、G

.G
unther

が
そ
の
問
題
に
係
る
審
査
の
多
様
性
を
認
め

て
い
た

（
87
）

こ
と
は
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
頃
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
た
と
え
ば
、
性
に
係
る
問
題
で
、R

eed
 v.R

eed, 1971

（
88
）

で
は
合
理
的
根
拠
の
審
査
を
、W

ein
berger v.W

ein
berger, 1975 （

89
）

で
は
厳
格
な
審
査
を
、
そ
し
てC

raig

事
件

（
90
）

で
は
、
中
間
的
審
査

を
行
っ
て
も
い
る

（
91
）

。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
審
査
に
三
重
の
基
準
が
確
認
さ
れ
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
後
期
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
期
に
な
る
と
、「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
に

対
す
る
注
目
は
薄
れ
始
め
た
。
特
に
一
九
八
六
年
にR

ehnquist

判
事
が
長
官
に
昇
格
す
る
と
、「
二
重
の
基
準
」
論
に
対
す
る
執
着
は
、

九
〇
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司
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明
ら
か
に
失
わ
れ
始
め
た

（
92
）

。
よ
り
普
遍
的
な
審
査
の
基
準
が
、
模
索
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
関
連
し
てS

tone

判
事
が
注
目
し
た
適
正
手
続
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
項
の
中
心
的
問
題
と
し
て
改
め
て
論
ず
る
。

2　
「
註
の
四
」
的
「
二
重
の
基
準
」
論
の
後
退

⑴　
「
二
重
の
基
準
」
論
の
絞
り
込
み
の
可
能
性

も
と
も
とH

ughes
長
官
の
考
え
方
に
依
拠
し
たS

tone

判
事
に
よ
るC

aroline C
o.

事
件
に
お
け
る
「
註
の
四
」
は
、
連
邦
最
高
裁

判
所
に
よ
る
そ
の
後
の
「
二
重
の
基
準
」
論
の
起
源
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

（
93
）

。S
tone

判
事
に
よ
る
「
註
の
四
」
を
典
拠
と
し
て
い
る

「
二
重
の
基
準
」
論
は
、
多
く
の
人
が
最
も
口
に
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。
そ
こ
で
は
、
本
文
規
定
と
相
ま
っ
て
経
済
分
野
に
お
け
る
基
本

権
の
規
制
に
関
す
る
司
法
審
査
を
緩
和
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
緩
和
さ
れ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
第
一
に
、
立
法
が
憲

法
規
定
上
特
別
に
禁
止
さ
れ
た
範
囲
内
に
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
場
合
、
第
二
に
、
立
法
が
投
票
権
、
情
報
の
伝
播
、
政
治
組
織
等

の
政
治
過
程
を
制
限
す
る
も
の
か
否
か
を
審
査
す
る
場
合
、
第
三
に
、
立
法
が
宗
教
的
、
民
族
的
あ
る
い
は
人
種
的
な
少
数
に
向
け
ら
れ

た
偏
見
で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
第
三
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
自
由
と
人
格
的
自
由
と
の
識
別

と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
が
、S

tone

判
事
に
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
種
類
の
自
由
に
お
け
る
司
法
に
よ
る
審
査
基
準
の
差
異
と
経
済

的
自
由
に
対
す
る
人
格
的
自
由
の
優
先
と
を
説
く
底
意
が
、
明
ら
か
に
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
が
発
展
し
た
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。
適
正
手
続
に
係
る
連
邦
最
高

裁
判
所
の
解
釈
に
変
化
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
適
正
手
続
が
実
体
的
権
利
を
も
保
護
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
に
ち
依

然
と
し
て
意
見
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い

（
94
）

。
南
北
戦
争
以
前
の
連
邦
お
よ
び
州
の
判
例
は
、
適
正
手
続
規
定
を
手
続
的
権
利
に
関
す

九
一
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る
も
の
と
解
し
て
い
た
。
否
、
南
北
戦
争
後
も
暫
ら
く
の
間
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
経
済
的
自
由
を
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
保
障
し

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
条
項
に
よ
っ
て
実
体
的
権
利
の
保
障
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
一
九
世
紀
末
、A

llgeyer v.L
ou

sian
a, 

1897

に
お
い
て
で
あ
る

（
95
）

。
折
し
も
、
経
済
的
格
差
の
発
生
に
伴
い
、
社
会
的
不
平
等
を
是
正
す
る
民
主
的
な
動
き
が
生
ま
れ
て
い
た
。
社

会
福
祉
立
法
へ
の
動
き
、
立
法
に
よ
る
社
会
的
経
済
的
規
制
に
よ
る
配
分
的
正
義
実
現
の
動
き
で
あ
る
。
こ
の
動
き
に
立
ち
は
だ
か
っ
た

の
が
、
実
体
的
適
正
手
続
で
あ
っ
た
。L

ochner

時
代
の
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
適
正
手
続
規
定
に
よ
っ
て
実
体
的
な
自
由
を
保
障
す
る

動
き
を
示
し
、
平
均
的
正
義
保
持
の
姿
勢
を
示
し
た
の
だ
。
法
学
に
お
け
る
社
会
学
的
な
動
き
を
法
哲
学
の
動
き
と
同
視
し
、
社
会
の
動

き
や
法
の
運
用
を
重
視
し
たR

.P
ound （

96
）

は
、
そ
の
よ
う
なL

ochner

時
代
初
期
の
事
象
に
実
体
的
適
正
手
続
と
契
約
の
自
由
あ
る
い
は

経
済
的
自
由
と
の
同
一
化
を
読
み
取
っ
た
程
で
あ
っ
た

（
97
）

。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
経
済
的
自
由
も
警
察
権
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
を

認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
警
察
権
に
つ
い
て
も
、
経
済
的
実
体
的
適
正
手
続
の
下
で
規
制
の
目
的
と
そ
の
方
法
と
は
制
限
さ
れ
る
と
し
て
経

済
的
自
由
を
保
護
す
る
動
き
を
示
し
た
の
だ

（
98
）

。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
暫
く
の
間
、
合
衆
国
は
、
民
主
制
の
論
理 

（logique de la dem
ocratie

）
に
立
脚
し
て
経
済
あ
る
い
は
労
働
の
社
会
状
況
に
配
意
し
た
政
策
を
企
て
た
連
邦
議
会
あ
る
い
は
州
議
会
の

民
主
主
義
と
憲
法
の
論
理
（logique de la constitution
）
に
立
脚
し
て
国
権
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
原
理
を
貫
こ
う
と
し
た
連
邦
最
高

裁
判
所
の
自
由
主
義
と
の
二
つ
の
原
理
の
相
克
の
時
代
あ
る
い
は
、（
合
衆
国
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
建
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
）、
い
わ
ば
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
そ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
ニ
ュ
ー
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
抗
争
の
時
代
で
あ
っ
た
の
だ
。

K
eynes

の
影
響
を
受
け
た
政
策
で
民
衆
の
支
持
を
得
て
い
たR

oosevelt （
99
）

は
、
一
九
三
七
年
、A

dam
 S

m
ith

的
に
古
典
的
な
自
由
の
砦

と
な
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
るL

ochner

時
代
の
経
済
的
実
体
的
適
正
手
続

（
100
）

と
の
争
い
に
勝
利
し
た
大
統
領
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
有
名
な

炉
辺
談
話
に
よ
っ
て
、L

ochner

主
義
を
維
持
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
に
圧
力
を
か
け
、
社
会
計
画
推
進
立
法
に
対
す
る
実
体
的
適
正
手

九
二



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
三
三
）

続
を
用
い
た
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
妨
害
を
抑
え
込
ん
だ
の
だ

（
101
）

。
こ
の
時
期
の
合
衆
国
程
憲
法
の
政
策
と
原
理
と
の
衝
突
が
顕
現
し
た

時
代
は
、
他
に
は
少
な
い
。
そ
し
て
一
九
三
七
年
は
、
い
わ
ば
政
策
が
原
理
に
勝
利
し
た
年
で
あ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、L

in
coln

 F
ed

.L
abor U

n
ion

 v.N
orth

w
estern

 Iron
 &

 M
etal C

o., 1949 （
102
）

で
は
、
最
早
適
正
手
続
の
下
で

経
済
規
制
は
精
査
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
事
件
で
法
廷
意
見
を
宣
し
たB

lack

判
事
は
、L

ochner

主
義
を
貫
い
た
い
わ
ゆ
る

A
llgeyer-L

ochner-A
dair-C

oppage

憲
法
論
等
に
触
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
、N

ebbia

事
件

（
103
）

に
お
け
る
動
き
やW

est C
oast H

otel 

C
o. v.P

arrish, 1937 （
104
）

、U
n

ited
 S

tates v.D
arby, 1941 （

105
）

、P
h

elps D
od

ge C
orp.v.N

ation
al L

abor R
elation

s B
oard, 1941 （

106
）

等

の
姿
勢
に
注
目
し
て
、
連
邦
で
あ
れ
州
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
立
法
府
が
事
業
や
産
業
の
状
況
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
公
共
の
福

祉
に
反
す
る
と
云
う
理
由
で
厳
し
く
締
め
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
適
正
手
続
条
項
が
極
端
に
広
く
解
釈
さ
れ
る
こ
と
は
最
早
無
い
旨
を

述
べ
、
立
法
に
対
す
る
信
頼
を
示
し
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、W

illiam
 O

.D
ouglas

判
事
は
、N

ebbia

事
件
か
ら

D
ay-B

rite L
igh

tn
in

g, In
c., v.S

tate of M
issori, 1952 （

107
）

に
至
る
一
連
の
判
決
に
注
目
し
な
が
ら
、
一
九
五
五
年
に
経
済
的
実
体
的
適

正
手
続
の
完
全
な
死
を
宣
言
し
て
い
る

（
108
）

。
二
重
の
基
準
に
つ
い
て
論
じ
たW

ellington

に
よ
れ
ば
、
以
降
、
経
済
立
法
に
関
す
る
司
法

審
査
は
最
小
（de m

inim
is

）
と
な
り
、
善
か
ろ
う
と
悪
か
ろ
う
と
、
司
法
は
、
厳
し
く
自
己
規
制
を
し
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
109
）

。

R
.P

ound

のL
ochner

時
代
初
期
に
つ
い
て
の
論
究
に
も
拘
わ
ら
ず
、L

ochner

時
代
、
単
に
経
済
的
自
由
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
ば
、

M
eyer v.N

ebraska, 1923 （
110
）

と
かP

ierce v.S
ociety of th

e S
isters of th

e H
oly N

am
es of Jesu

s an
d

 M
ary, 1925 （

111
）

等
に
お
い
て
、

実
体
的
適
正
手
続
規
定
に
基
づ
き
人
格
的
自
由
等
が
既
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
時
代
、

そ
れ
ら
の
自
由
に
対
す
る
規
制
が
経
済
的
自
由
の
そ
れ
に
比
し
て
厳
格
な
司
法
審
査
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
実
体

的
適
正
手
続
規
定
の
下
で
司
法
部
に
よ
る
強
い
保
護
を
受
け
た
の
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
イ
が
問
題
と
な
っ
たG

risw
old

 v.C
on

n
ecticu

t, 

九
三
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1965 （
112
）

に
お
い
て
な
の
だ
。W

est C
oast H

otel C
o.

判
決
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
経
済
的
実
体
的
適
正
手
続
の
放
棄
の
信
号
を

送
っ
た
分
岐
点
た
る
判
決
と
評
さ
れ
て
い
る

（
113
）

が
、D

ouglas

判
事
に
よ
るG
risw

old

判
決
も
ま
た
、
適
正
手
続
規
定
か
ら
そ
の
規
制
に

厳
し
い
審
査
を
受
け
る
基
本
権
を
導
き
出
し
た
分
岐
点
と
評
さ
れ
る
判
決
な
の
だ

（
114
）

。
そ
れ
は
、R

andy E
.B

arnett

が
「
註
の
四
プ
ラ
ス
」

と
呼
ん
だ

（
115
）

実
体
的
適
正
手
続
時
代
の
先
触
れ
を
な
し
た
判
決
な
の
だ
。
こ
のG

risw
old

事
件
に
お
い
て
、R

oosevelt

大
統
領
に
よ
る
連

邦
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
政
治
的
任
用
に
よ
っ
て
死
滅
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
実
体
的
適
正
手
続
の
特
質
が
、
い
わ
ば
復
活
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
の
根
底
に
は
、P

oe v.U
llm

an, 1961

に
お
け
るD

ouglas

判
事
やJohn H

arlan

判
事
の
反
対
意
見
が
あ
っ

た
。D

ouglas

判
事
が
、
明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
自
由
の
広
さ
を
説
く
一
方
で
、
社
会
立
法
に
対
す
る
審
査
基

準
と
の
違
い
を
述
べ
て
い
た
し

（
116
）

、H
arlan

判
事
も
、
司
法
の
役
割
を
説
き
、
修
正
五
条
や
同
一
四
条
の
適
正
手
続
に
存
す
る
憲
法
が
保

護
し
て
い
る
自
由
で
あ
る
個
人
の
自
律
を
定
義
し
確
立
す
る
よ
う
に
述
べ
た
一
方
で
、
適
正
手
続
規
定
に
お
け
る
自
由
を
規
制
す
る
立
法

に
厳
格
な
審
査
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
の
だ

（
117
）

。
斯
く
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
註
の
四
」
の
範
囲
を

超
え
た
憲
法
で
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
を
司
法
の
解
釈
で
採
用
し
そ
の
保
障
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
実
体
的
適
正
手
続
の
茂

み
に
入
り
込
ん
だ
の
だ

（
118
）

。
か
つ
て
「
註
の
四
」
で
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
明
示
の
権
利
と
同
様
に
、
新
た
に
導
き
出
さ
れ
た
権
利
の
中
に
も

厳
格
な
審
査
に
服
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。R

.E
.B

arnett

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
註
の
四
プ
ラ
ス
」
を

説
く
、
し
た
が
っ
て
、G

risw
old

判
決
等
に
固
執
す
る
人
々
を
「『
再
構
築
さ
れ
た
』R

oosevelt

ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
法
学
者
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
119
）

。
そ
の
後
、
た
と
え
ば
、
避
妊
権
を
未
婚
者
に
も
拡
大
し
たE

isen
stad

t v.B
aird, 1972 （

120
）

、
堕

胎
を
選
択
す
る
女
性
の
権
利
に
係
るR

oe v.W
ad

e, 1973 （
121
）

あ
る
い
は
一
六
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
避
妊
具
の
販
売
等
を
禁
ず
る
州
法
が
問

題
と
な
っ
たC

arely v.P
opu

lation
 S

ervs.In
t’l, 1977 （

122
）

に
お
け
る
性
や
生
殖
の
よ
う
な
問
題
に
係
る
個
人
の
権
利
を
確
定
す
る
に
際
し

九
四
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て
も
、
適
正
手
続
条
項
の
下
で
保
障
さ
れ
て
い
る
自
由
に
重
要
で
絶
対
的
な
範
囲
を
有
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

R
.E

.B
arnett

が
説
く
よ
う
に
、「
註
の
四
プ
ラ
ス
」
が
、
実
体
的
適
正
手
続
規
定
の
中
に
「
註
の
四
」
で
述
べ
ら
れ
た
憲
法
上
明
示

の
自
由
や
権
利
と
同
様
の
そ
れ
ら
の
規
制
に
強
め
ら
れ
た
審
査
を
受
け
る
も
の
が
あ
る
と
云
う
の
で
あ
れ
ば
、「
註
の
四
」
的
な
「
二
重

の
基
準
」
論
で
は
な
く
、
二
重
の
基
準
論
を
専
ら
修
正
五
条
や
同
一
四
条
の
実
体
的
適
正
手
続
規
定
に
お
け
る
自
由
に
限
っ
て
厳
し
い
審

査
を
受
け
る
も
の
と
合
理
的
な
審
査
を
受
け
る
も
の
と
を
説
く
こ
と
こ
そ
、
適
切
と
な
る
。
そ
の
規
定
の
中
の
自
由
に
つ
い
て
異
種
性
の

存
在
を
示
す
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
、
憲
法
で
明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
由
に
限
っ
て
も
、
そ
の
規
制
に
必
ず
し
も
厳

格
な
審
査
が
な
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
尤
も
、
右
の
適
正
手
続
規
定
に
お
け
る
自
由
に
つ
い
て
、
何
種
あ
る
か
の
問

題
が
あ
り
、
他
方
で
、
明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
由
に
つ
い
て
も
、
何
種
の
審
査
基
準
が
あ
る
か
の
問
題
が
あ
る
が
）。

⑵　
「
二
重
の
基
準
」
論
の
後
退

「
二
重
の
基
準
」
論
の
花
が
開
い
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
のW

arren

コ
ー
ト
か
ら
一
九
七
〇
年
代
初
期
のB

urger

コ
ー
ト
に
か
け

て
で
あ
る

（
123
）

。
た
と
え
ば
、
信
教
の
自
由
が
問
題
と
な
り
、
精
密
な
審
査
の
時
代
に
入
っ
たS

h
erbert v.V

ern
er, 1963 （

124
）

、
学
校
長
に
よ
る

言
論
の
自
由
の
規
制
が
問
題
と
な
っ
たT

in
ker v.D

es M
oin

es In
d

epen
d

en
t C

om
m

u
n

ity S
ch

ool, 1969 （
125
）

、
人
種
の
差
別
が
な
さ

れ
て
い
る
公
共
の
施
設
の
利
用
に
際
し
て
治
安
の
妨
害
が
問
題
と
な
っ
たB

row
n

 v.L
ou

isian
a, 1966 （

126
）

、
ア
マ
ン
派
（the A

m
ish

）
の

親
子
の
教
育
問
題
に
係
るW

iscon
sin

 v.Yod
er, 1972 （

127
）

等
に
は
、「
二
重
の
基
準
」
論
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、B

urger

コ
ー
ト
に
お
い
て
「
二
重
の
基
準
」
論
に
後
退
の
兆
し
が
は
っ
き
り
と
現
れ
た
。
た

と
え
ば
、
ア
マ
ン
派
は
、
社
会
保
障
給
付
の
受
領
を
禁
止
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
社
会
保
障
制
度
の
た
め
の
納
税
を
も
禁
じ
て
い
た
が
、

そ
の
ア
マ
ン
派
に
対
し
て
は
、
社
会
保
障
税
が
限
定
的
に
免
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ア
マ
ン
派
に
も
な
さ
れ
た
課
税
権
の
行
使
と
信
教
の

九
五
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自
由
と
の
問
題
が
事
件
化
し
た
の
が
、U

n
ited

 S
tates v.L

ee, 1982

で
あ
っ
た

（
128
）

。
そ
の
事
件
に
お
い
て
、B

urger

長
官
に
よ
る
法
廷
意

見
は
、
州
に
は
課
税
を
命
ず
る
に
際
し
て
「
非
常
に
重
要
な
政
府
の
利
益
」（an overriding governm

ent interest

）
を
立
証
す
る
責
任
が

あ
る
と
し
、
課
税
と
抵
触
す
る
宗
教
上
の
信
念
も
社
会
保
障
制
度
を
支
え
る
た
め
に
（
宗
教
的
信
念
を
も
つ
）
雇
用
者
に
対
し
て
課
税
に
抗

す
る
た
め
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
説
い
た
の
だ

（
129
）

。
そ
れ
も
、
社
会
保
障
制
度
の
た
め
に
義
務
的
且
つ
継
続
的
に
そ
の
制
度
に

参
加
さ
せ
、
ま
た
税
を
確
保
す
る
政
府
の
利
益
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
説
い
た
の
だ

（
130
）

。
そ
の
事
件
で
同
意
意
見
を
述
べ
たS

teven

判
事
は
、
特
別
に
法
律
の
適
用
の
免
除
を
受
け
る
特
異
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
責
任
は
信
教
者
の
側
に
あ
る
と
云
う
見
解
を
示

し
て
い
る

（
131
）

。
そ
れ
も
こ
のS

tevens

判
事
の
見
解
は
、G

old
m

an
 v.W

ein
berger, 1986 （

132
）

お
よ
びO

’L
on

e v.E
state of S

h
abazz, 

1987 （
133
）

に
お
い
て
結
実
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ちG

oldm
an

事
件
と
は
、
軍
隊
と
云
う
特
殊
な
分
野
に
お
け
る
も
の
で
、
正
統
派
ユ
ダ

ヤ
教
徒
の
信
者
が
服
務
中
に
空
軍
の
服
装
規
範
に
反
し
て
ヤ
ル
ム
ー
ク
（yarm

ulke

）
を
被
っ
て
い
た
こ
と
で
懲
戒
処
分
を
受
け
た
事
件

で
あ
っ
た
。R

ehnquist

判
事
は
、
そ
の
事
件
で
、
軍
務
の
本
質
を
個
人
の
欲
求
や
利
益
を
軍
務
の
必
要
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
し

た
（
134
）

。
そ
し
て
、
修
正
一
条
を
根
拠
に
し
て
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
軍
規
を
審
査
す
る
場
合
に
は
、
市
民
社
会
を
規
制
す
る
法
規
に
対
し
て
憲

法
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
審
査
の
場
合
に
比
し
て
遥
か
に
敬
意
が
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た

（
135
）

。
そ
れ
も
、
司
法
裁
判
所
が
宗
教
的

に
動
機
づ
け
ら
れ
た
行
為
を
軍
の
必
要
に
よ
っ
て
特
別
に
制
限
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
と
き
に
は
、
特
別
の

軍
役
の
重
要
性
に
関
す
る
軍
当
局
の
専
門
的
な
判
断
に
対
し
て
大
い
な
る
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る

（
136
）

。
次
に
、

O
’L

one

事
件
は
、
監
獄
規
制
と
公
民
権
と
が
衝
突
し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
収
監
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
勤
行
（Jum

u ’ah

）

へ
の
出
席
を
妨
げ
た
獄
吏
の
行
為
が
事
件
化
し
た
の
だ
。
こ
の
事
件
で
も
、
長
官
と
な
っ
たR

ehnquist

が
法
廷
意
見
を
述
べ
た
。
そ
こ

で
彼
は
、
判
例
を
引
用
し
な
が
ら
、
収
監
者
も
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る

（
137
）

が
、
収
監
と
云
う
事
実
と
適
切
な
監
獄
管
理
に
伴
う
制

九
六



変
化
す
る
司
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査
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準
（
青
山
）

（
四
三
七
）

限
を
受
け
る
と
し

（
138
）

、
監
獄
規
制
を
厳
し
い
審
査
基
準
で
は
な
く
、
合
理
性
の
審
査
基
準
を
用
い
て
合
憲
と
し
た
。
長
官
に
よ
れ
ば
、
司
法

裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
合
理
性
の
審
査
基
準
を
用
い
た
の
は
獄
吏
に
対
し
て
敬
意
を
示
す
た
め
で
あ
る

（
139
）

。
一
九
八
〇
年
代
後
半
、
連
邦
最

高
裁
判
所
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
特
別
権
力
関
係
と
云
え
る
領
域
以
外
に
於
け
る
判
決
で
も
「
二
重
の
基
準
」
論
を
重
用
し
な
か
っ
た
。
た

と
え
ば
、B

urger
か
らR

ehnquist

へ
移
行
し
た
年
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
人
の
魂
を
奪
っ
て
い
る
と
信
ず
る
ア
メ
リ
カ
原
住
民
に
よ
っ

て
連
邦
の
社
会
保
障
番
号
の
使
用
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
たB

ow
en

 v.R
oy, 1986

に
お
い
て
、
法
廷
意
見
と
共
にP

ow
ell

判
事
や

R
ehnquist

判
事
が
加
わ
っ
た
意
見
を
述
べ
たB

urger

長
官
は
、
社
会
保
障
番
号
の
使
用
が
信
教
の
自
由
条
項
の
下
の
原
住
民
の
権
利

を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
と
断
じ
た
の
で
あ
る

（
140
）

。
そ
の
際
、
長
官
は
、
信
教
の
自
由
の
条
項
は
政
府
が
個
人
に
対
し
て
行
っ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
個
人
が
政
府
か
ら
引
き
出
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
政
府
の
内
部
的

な
手
続
行
為
を
指
図
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
個
人
の
権
利
を
否
定
し
て
い
る

（
141
）

。
そ
し
て
厳
格
な
審
査
を
否
定
し
、
社
会
保
障
番
号
は
宗

教
上
中
立
的
で
、
正
当
で
重
要
な
公
益
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
を
促
進
す
る
合
理
的
な
手
段
と
解
し
た
の
で
あ
る

（
142
）

。

R
ehnquist

が
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
に
就
任
し
た
の
は
、
一
九
八
六
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。R

ehnquist

が
長
官
に
な
る
と
、
原
住

民
が
宗
教
的
な
目
的
で
使
用
し
て
い
た
国
有
林
地
域
の
道
路
建
設
や
伐
採
を
許
可
す
る
森
林
局
の
計
画
が
争
わ
れ
たL

yn
g v.

N
orth

w
est In

d
ian

 C
em

etry P
rotective A

ss’n, 1988
に
お
い
て
、
右
の
計
画
の
た
め
の
強
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
政
府
に
よ
る

立
証
責
任
は
否
定
さ
れ
た

（
143
）

。
そ
れ
も
、
法
廷
意
見
を
述
べ
たO

’C
onnor

判
事
は
、
修
正
一
条
が
す
べ
て
の
市
民
に
同
様
に
適
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
信
教
の
自
由
を
侵
さ
な
い
公
共
の
計
画
に
関
す
る
拒
否
権
を
何
人
に
も
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
多
く
が
宗

教
的
信
念
に
基
づ
く
様
々
な
競
合
す
る
政
府
へ
の
要
求
を
憲
法
は
調
整
し
て
い
な
い
し
、
裁
判
所
が
調
整
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

論
じ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
調
整
の
任
務
は
、
立
法
府
そ
の
他
の
機
関
に
属
す
る
と
し
て

（
144
）

、
司
法
権
の
限
界
を
論
じ
て
い
る
。

九
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
三
八
）

S
.B

uchanan

は
、
そ
のR

ehnquist

長
官
期
の
連
邦
最
高
裁
判
所
を
専
ら
合
理
性
の
根
拠
に
基
づ
い
た
審
査
に
よ
る
解
決
法
を
よ
り
普

遍
的
に
用
い
る
方
向
へ
と
顕
著
な
動
き
を
示
し
た
裁
判
所
と
解
し
て
い
る

（
145
）

。

二　

基
本
権
の
審
査
基
準

1　

二
重
の
基
準
の
不
明
性
と
「
二
重
の
基
準
」
論
の
不
完
全
性

合
衆
国
憲
法
は
、
権
利
の
目
録
が
少
な
い
と
云
う
特
徴
を
持
つ
が
、
そ
の
修
正
一
条
は
、
珍
し
く
信
教
の
自
由
、
言
論
の
自
由
、
プ
レ

ス
の
自
由
、
平
穏
な
集
会
の
権
利
お
よ
び
苦
情
の
救
済
を
政
府
に
請
願
す
る
権
利
と
、
僅
か
と
は
云
え
、
権
利
の
目
録
を
掲
げ
て
い
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
信
教
の
自
由
を
除
く
自
由
や
権
利
を
同
一
の
も
の
と
し
て
で
は
な
い
が
、
不
可
分
の
同
根
の
権
利

と
看
做
し
た

（
146
）

。
そ
の
よ
う
な
権
利
の
行
使
に
限
っ
て
も
、
非
経
済
的
な
も
の
、
経
済
的
な
も
の
お
よ
び
そ
の
選
別
が
困
難
な
も
の
が
あ
る

こ
と
は
、
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
一
体
、「
二
重
の
基
準
」
論
は
、
非
経
済
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
二
つ
に
大
別
し

た
こ
と
に
当
初
よ
り
無
理
が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
類
似
の
大
別
は
、
そ
の
他
に
も
可
能
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
宗
教
的
な
も
の
・
非
宗

教
的
な
も
の
・
そ
の
選
別
が
困
難
な
も
の
、
政
治
的
な
も
の
・
非
政
治
的
な
も
の
・
そ
の
選
別
が
困
難
な
も
の
、
文
芸
的
な
も
の
・
非
文

芸
的
な
も
の
・
そ
の
選
別
が
困
難
な
も
の
、
学
問
的
な
も
の
・
非
学
問
的
な
も
の
・
そ
の
選
別
が
困
難
な
も
の
等
々
種
々
存
在
し
得
る
か

ら
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、「
権
利
の
章
典
」
が
定
め
る
権
利
全
部
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
た
と
え
ば
、H

eller

判
決
に
よ
る
武
器
を

携
帯
す
る
権
利

（
147
）（

修
正
二
条
）
の
解
釈
が
正
し
い
と
し
た
場
合
に
も
、
研
究
の
対
象
と
し
て
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
場
合
と
そ
の
他
の
場
合
、

文
化
あ
る
い
は
趣
味
と
し
て
の
武
器
の
所
有
と
自
己
防
衛
の
た
め
の
そ
れ
と
で
は
、
規
制
の
基
準
は
異
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に

も
、
た
と
え
ば
、
販
売
の
た
め
、
展
示
の
た
め
、
そ
の
他
と
携
帯
の
態
様
は
種
々
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
修
正
一
条
に
戻
っ
て
、
た
と
え
ば
、

九
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る
司
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審
査
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準
（
青
山
）

（
四
三
九
）

既
述
し
た
如
く
、
プ
レ
ス
あ
る
い
は
メ
デ
ィ
ア
の
自
由
に
限
っ
て
も
、
印
刷
（
あ
る
い
は
活
字
）
メ
デ
ィ
ア
と
電
波
（
あ
る
い
は
放
送
）
メ

デ
ィ
ア
と
で
は
、
規
制
に
基
準
の
違
い
が
存
在
し
得
る

（
148
）

。
こ
の
分
野
に
は
、
近
年
、
ウ
ィ
ー
・
デ
ィ
ア
（w

e-dia

あ
る
い
はw

e-m
edia

）
と

云
う
分
野
も
現
れ
て
い
る
。
更
に
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
一
般
人
と
の
間
で
規
制
の
基
準
の
異
同
の
問
題
も
あ
る

（
149
）

。

平
穏
な
集
会
の
権
利
に
つ
い
て
も
、
集
会
の
目
的
・
内
容
、
集
会
の
時
間
、
屋
内
集
会
と
屋
外
集
会
、
場
所
の
公
私
あ
る
い
は
環
境
、
集

会
の
移
動
の
有
無
、
開
か
れ
た
集
会
と
秘
密
の
集
会
等
規
制
の
基
準
の
異
同
は
、
二
重
に
も
三
重
に
も
問
題
と
な
り
得
る
の
だ
。

「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
た
と
え
ば
、
無
体
財
産
権
と
そ
の
他
の
非
財
産
権
と
の
関
係
は
、
そ
の

理
論
に
よ
っ
て
説
明
で
き
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
財
産
権
で
あ
る
著
作
権
の
如
き
は
、
言
論
や
出
版
等
に
よ
る
表
現
者
の
特
別
な
表

現
行
為
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
財
産
権
で
あ
る
自
由
に
表
現
す
る
権
利
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
こ
の

著
作
権
は
、
発
明
権
と
共
に
、「
権
利
の
章
典
」
よ
り
二
年
前
に
批
准
さ
れ
た
憲
法
一
条
八
節
八
項
で
明
示
に
規
定
さ
れ
た
権
利
で
あ
る
。

連
邦
議
会
は
、
そ
の
章
典
を
制
定
す
る
以
前
の
一
七
九
〇
年
に
著
作
権
法
を
制
定
し
て
も
い
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
七
九
一
年
に
確
定

さ
れ
た
「
権
利
の
章
典
」
は
、
言
論
や
プ
レ
ス
の
自
由
等
に
対
し
て
無
条
件
の
保
障
の
仕
方
を
し
て
い
る
。「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の

基
準
」
論
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
な
著
作
権
の
合
憲
性
は
、
当
然
に
問
題
と
な
り
得
る
。
無
体
財
産
権
が
言
論
や
プ
レ
ス
の
自
由
を
制

限
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
財
産
権
が
非
財
産
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
右
の
「
二
重
の
基
準
」
論
と
は
矛
盾
す
る
の
だ
。
通
常

は
、
連
邦
議
会
が
認
め
た
憲
法
上
の
権
利
も
修
正
一
条
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
実
際
、
た
と
え
ば
、R

egan
 v.

T
im

e, In
c.

（
一
九
八
四
）
に
お
い
て
は
、
憲
法
一
条
八
節
六
項
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た
通
貨
偽
造
防
止
法
が
、
修
正
一
条
の
下
で
無
効
と

さ
れ
て
い
る

（
150
）

。
憲
法
に
よ
れ
ば
、
著
作
権
や
発
明
権
が
独
占
的
に
一
定
期
間
保
障
さ
れ
る
の
は
、
科
学
（S

cience

）
お
よ
び
有
用
な
学
芸

（useful A
rts

）
の
進
歩
を
促
進
す
る
た
め
と
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
憲
法
一
条
八
節
八
項
の
背
後
に
あ
る
経
済
哲

九
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
四
〇
）

学
は
、
個
人
の
利
得
（gain

）
を
通
し
て
個
々
人
の
努
力
を
奨
励
す
る
こ
と
が
科
学
や
有
用
な
学
芸
に
お
け
る
著
作
者
や
発
明
者
の
才
能

に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
を
促
進
す
る
最
善
の
方
法
と
云
う
信
念
に
あ
り

（
151
）

、
憲
法
起
草
者
は
、
た
と
え
ば
、
著
作
権
を
表
現
の
自
由
の
動
力

源
（engine
）
と
し
て
意
図
し
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
152
）

。
し
か
し
、P

.C
ronin

に
よ
れ
ば
、
憲
法
の
著
作
権
条
項
お
よ
び
修
正
一
条
の
制

定
期
に
両
者
の
関
係
が
精
査
さ
れ
た
と
云
う
証
拠
は
な
い
そ
う
で
あ
る

（
153
）

。
と
こ
ろ
で
、
右
に
個
人
の
利
得
は
、
現
実
に
は
財
産
的
権
益
を

意
味
す
る
と
思
わ
れ
、
実
際
、
特
許
権
と
か
著
作
権
は
、
無
体
財
産
権
と
呼
ば
れ
る
財
産
権
で
あ
る
が
、
で
あ
る
以
上
、
連
邦
最
高
裁
判

所
に
は
、
財
産
的
権
益
が
必
ず
し
も
非
財
産
権
に
常
に
劣
後
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
姿
勢
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
八
年
、

S
ony B

ono

著
作
権
延
長
法
は
、
著
作
権
保
護
期
間
を
そ
れ
ま
で
の
死
後
五
〇
年
か
ら
七
〇
年
へ
と
延
長
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
著

作
権
者
を
除
く
者
の
表
現
の
自
由
は
、
さ
ら
に
二
〇
年
間
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
立
法
部
の
政
策
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

著
作
権
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
多
く
の
者
の
非
財
産
権
で
あ
る
表
現
の
自
由
が
よ
り
長
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
財
産
権
に
比
し
て
非
財
産
権
を
優
遇
す
る
「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
は
、
必
ず
し
も
一
貫
し
た

も
の
で
は
な
く
な
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
特
許
権
の
場
合
と
同
様
、
そ
の
よ
う
な
保
護
期
間
の
延
長
を
合
憲
と
看
做
し
て
い
る
の
だ

（
154
）

。

そ
の
期
間
が
短
け
れ
ば
短
い
程
多
く
の
人
の
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
も
拘
わ
ら
ず
で
あ
る
。
右
の
規
制
の
合
憲
性
の

判
断
に
際
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
の
著
作
権
条
項
の
立
法
権
が
合
理
的
に
行
使
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
基
準
と
し
て
い

る
（
155
）

。
こ
れ
は
、
連
邦
議
会
に
実
質
的
に
敬
意
を
払
い
、「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。「
憲
法
」
論
と

し
て
著
作
権
や
発
明
権
を
修
正
一
条
の
例
外
と
論
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
科
学
と
か
学
芸
の
概
念
、「
一
定
の
期
間
」
あ
る

い
は
「
科
学
あ
る
い
は
有
用
な
学
芸
の
発
展
の
促
進
」
の
範
囲
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
実
に
は
、
非
財
産
的
権
利
が
、
財
産
権
に

よ
っ
て
か
な
り
に
侵
蝕
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

一
〇
〇



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
四
一
）

2　

基
本
権
と
合
憲
性
の
審
査
基
準
の
変
化

基
本
権
を
制
限
す
る
立
法
府
の
行
為
を
審
査
す
る
基
準
と
し
て
「
註
の
四
」
的
な
「
二
重
の
基
準
」
論
の
名
残
り
は
存
す
る
が
、
そ
の

理
論
に
は
、
明
ら
か
に
不
足
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、R

ehnquist

長
官
の
指
導
力
は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
に
囚
わ
れ
た
姿
勢
か

ら
連
邦
最
高
裁
判
所
を
脱
却
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
基
本
権
を
憲
法
上
明
示
に
あ
る
い
は
暗
黙
に
保
障
さ
れ
る
権
利
の
す
べ
て
と
云
う
意
味
で
用
い
て
い
る

が
、A

dam
 W

inkler
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
で
は
、
基
本
権
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
定
義
が
あ
り
得
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
第
一
は
、「
権
利
の
章
典
」
の
八
条
ま
で
に
保
障
さ
れ
た
個
人
の
権
利
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は
、「
権
利
の
章
典
」
上
の
州
に
も
適
用

さ
れ
る
権
利
で
あ
り
、
第
三
は
、
人
間
の
尊
厳
あ
る
い
は
民
主
的
自
己
統
治
を
促
進
す
る
機
能
を
営
む
た
め
に
優
先
さ
れ
た
権
利
で
あ
る

（
156
）

。

堕
胎
を
基
本
権
と
す
るA

ntonin S
calia

判
事
の
基
本
権
理
解
も
本
稿
の
使
用
と
同
様
と
解
さ
れ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
厳
格
な
審
査
は

彼
ら
が
基
本
的
と
考
え
る
権
利
が
剥
奪
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る

（
157
）

。
ま
た
、A

.W
inkler

に
よ
れ
ば
、「
権
利
の

章
典
」
上
の
権
利
の
う
ち
言
論
、
結
社
お
よ
び
信
教
の
自
由
と
い
っ
た
修
正
一
条
の
権
利
を
侵
害
す
る
法
律
と
修
正
五
条
の
適
正
手
続
と

平
等
の
保
護
を
制
限
す
る
法
律
だ
け
が
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
と
さ
れ
る

（
158
）

。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
合
憲
性
の
判
断
に
際
し
て
、

（
本
稿
的
意
味
の
）
基
本
権
、
取
り
分
け
右
の
二
つ
の
条
項
上
の
権
利
が
厳
格
な
審
査
に
服
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。
し

か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
、
基
本
権
お
よ
び
そ
れ
ら
二
つ
の
条
項
上
の
権
利
に
対
す
る
規
制
の
す
べ
て
が
厳
格
な
審
査
に
服
さ

せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
立
法
か
否
か
の
審
査
に
際
し
て
は
、
立
法

府
の
判
断
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
と
る
（
合
憲
性
を
推
定
す
る
）
場
合
と
、（
合
憲
性
の
推
定
を
せ
ず
）
強
め
ら
れ
た
審
査
を
す
る
場
合
と
が
あ

る（
159
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
二
重
の
審
査
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
姿
勢
は
、
そ
れ
程
す
っ

一
〇
一



日
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八
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三
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（
四
四
二
）

き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
具
体
的
に
見
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
修
正
一
条
に
関
連
し
て
、
た
と
え
ば
、
動
物
を
捧
げ
る
祭

祀
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
は
厳
格
な
審
査
を
行
い

（
160
）

、
次
に
言
論
を
規
制
す
る
時
、
所
お
よ
び
方
法
が
内
容
的
に
中
立
で
あ
る
事
件
で
は

中
間
的
審
査
を
行
い

（
161
）

、
さ
ら
に
収
監
さ
れ
た
者
に
よ
る
会
費
を
払
っ
た
出
版
物
の
受
領
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
合
理
性
の
基
準
を
用

い
た

（
162
）

。
ま
た
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
修
正
五
条
の
平
等
保
護
条
項
に
関
連
し
て
、
た
と
え
ば
、
人
種
に
基
づ
く
あ
る
い
は
「
疑
わ
し
い
」

（suspect

）
差
別
に
つ
い
て
は
強
度
な
政
府
の
利
益
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
狭
く
絞
り
込
む
狭
整
化
（narrow

ly tailor

）
を
求
め
て
厳
格
な
審

査
に
服
す
る
と
し

（
163
）

、
ま
た
、
性
に
基
づ
く
差
別
あ
る
い
は
差
別
の
動
機
等
が
窺
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
あ
る
程
度
疑
わ
し
い
」（quasi-

suspect

）
差
別

（
164
）

に
つ
い
て
は
重
要
な
政
府
の
目
的
お
よ
び
そ
の
目
的
と
手
段
と
は
実
質
的
に
関
連
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
中
間
的

審
査
に
服
す
る
と
し

（
165
）

、
さ
ら
に
、
経
済
的
差
別
立
法
に
つ
い
て
は
合
理
的
な
根
拠
の
基
準
を
用
い
て
い
る

（
166
）

。
適
正
手
続
条
項
に
関
連
し
て

は
、
堕
胎
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
厳
格
な
審
査
が
な
さ
れ

（
167
）

、
経
済
あ
る
い
は
税
に
係
る
立
法
に
つ
い
て
は
合
理
的
な
根
拠
の
審
査
が
な

さ
れ
た

（
168
）

。
学
説
的
に
は
、
適
正
手
続
に
係
る
事
件
に
中
間
的
審
査
を
認
め
る
も
の
も
あ
る
が

（
169
）

。

か
つ
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
適
正
手
続
に
係
る
事
件
の
場
合
を
除
き
、
か
な
り
の
場
合
、
立
法
に
関
し
て
合
理
的
根
拠
の
審
査
、
中

間
的
審
査
お
よ
び
厳
格
な
審
査
の
い
ず
れ
か
を
行
っ
て
来
た
の
だ
。
そ
の
際
、
憲
法
上
の
権
利
を
制
限
す
る
目
的
お
よ
び
そ
の
目
的
と
効

果
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
に
際
し
て
、
憲
法
上
の
権
利
を
規
制
す
る
説
得
力
あ
る
必
要
性
が
求
め
ら
れ
た
。
も
と

よ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
時
と
し
て
、
権
利
自
体
の
本
質
、
制
限
さ
れ
た
利
益
お
よ
び
侵
害
の
程
度
に
応
じ
て
右
の
三
つ
以
外
に
も

審
査
基
準
を
も
設
け
て
い
る

（
170
）

。
元
々
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
の
い
わ
ば
三
重
の
審
査
基
準
も
崩
れ
始
め
て
い
る
の

だ
。
多
く
の
事
件
で
は
、
合
理
的
な
根
拠
の
審
査
が
な
さ
れ
、
特
定
の
場
合
に
厳
し
く
さ
れ
た
（heightened

）
審
査
が
な
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
は
、
二
重
の
基
準
論
は
、
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
厳
し
く
さ
れ
た
審
査
の
う
ち
中
間
的
な
審
査
の
中
に
は
、
厳
格
な

一
〇
二



変
化
す
る
司
法
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査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
四
三
）

審
査
に
接
近
し
た
も
の
が
あ
る
一
方

（
171
）

、
最
小
限
の
あ
る
い
は
合
理
的
な
根
拠
の
審
査
に
接
近
し
て
い
る
も
の
も
あ
る

（
172
）

。
そ
の
よ
う
な
こ
と

も
あ
っ
て
未
だ
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
は
、
法
廷
意
見
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
で
は
な
い
も
の
の
、

W
ood

w
ard

 v.M
etro B

an
k of D

allas, 1975

に
起
源
す
る
と
い
わ
れ

（
173
）

、B
rennan

判
事
が
触
れ
た
伸
縮
（sliding-scale

）
審
査
と
し
て

説
か
れ
る
考
え
方
も
現
れ
た

（
174
）

。（
既
に
指
定
さ
れ
た
紙
数
を
超
え
て
お
り
、
こ
の
審
査
基
準
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
た
と
え
ば
、

言
論
の
自
由
等
の
よ
う
な
権
利
も
、
政
府
の
規
制
に
従
う
が
、
そ
の
規
制
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
裁
判
所
の
厳
し
さ
の
程
度
に
は
、
従
来

確
立
さ
れ
た
基
準
と
別
な
も
の
が
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
立
法
府
へ
の
敬
意
の
程
度
が
問
題
と
さ
れ
、
そ
の
審
査
が
厳
し
い
程
に
敬
意
は

少
な
く
、
合
憲
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
政
府
の
利
益
は
、
重
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
で
あ
る

（
175
）

。
権
利
が
重
要
で
あ
る
程

に
、
ま
た
そ
の
侵
害
が
大
き
い
程
に
規
制
を
す
る
政
府
の
正
当
化
事
由
は
強
い
必
要
性
を
要
し
、
規
制
と
正
当
化
事
由
と
の
関
係
は
よ
り

し
っ
か
り
と
噛
み
合
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
訳
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
そ
の
審
査
の
基
準
と
し
て
司
法
の

裁
量
の
幅
を
拡
縮
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
審
査
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
従
来
的
な
厳
格
な
審
査
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
上
に
厳

し
い
審
査
も
可
能
と
し
、
憲
法
上
疑
わ
し
い
立
法
を
厳
し
い
審
査
に
服
さ
せ
て
少
数
の
理
念
を
実
現
し
た
り
、
多
数
の
意
思
で
あ
る
立
法

を
矯
正
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
る

（
176
）

。
そ
の
よ
う
な
立
場
で
、S

outer

判
事
は
、
投
票
権
の
行
使
に
際
し
て
写
真
証
明
を
求
め

た
法
令
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
の
反
対
意
見
で
伸
縮
審
査
を
啓
発
的
に
説
き
、
司
法
は
一
切
の
投
票
条
件
に
疑
い
の
目
を
鍛
え
ね
ば
な
ら

ず
、
選
挙
は
公
明
正
大
で
あ
る
べ
き
で
、
民
主
過
程
に
は
秩
序
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
規
制
の
合
憲
性
の
審
査
は
そ
の
規
制
の
効
果
と
共

に
変
化
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る

（
177
）

。
こ
の
よ
う
な
審
査
は
、
司
法
を
恣
意
的
に
し
兼
ね
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
学
説
と
し
て
こ
れ
を
一
定
の

分
野
で
適
用
す
べ
き
と
す
る
見
解
は
、
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
178
）

。

一
〇
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
四
四
）

お
わ
り
に

連
邦
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
既
に
そ
れ
と
な
く
伸
縮
審
査
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
存
在
す
る

（
179
）

。
た
と
え
ば
、M

arshall

判
事
に
は
、
か
な
り
早
く
か
ら
自
身
の
伸
縮
審
査
へ
の
動
き
と
連
邦
最
高
裁
判
所
が
伸
縮
審
査
を
用
い
て
来
た
と
す
る
認
識
と
が
確
認
さ

れ
る
と
さ
れ
る

（
180
）

。
彼
に
は
、
基
本
権
に
係
る
問
題
で
、
特
別
に
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と
憲
法
上
の
も
の
で
な
い
利
益
と
の
関
係

が
緊
密
化
し
て
い
る
場
合
に
は
、
後
者
は
よ
り
重
要
性
を
有
す
る
も
の
と
な
り
、
差
別
に
よ
っ
て
そ
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
司
法

審
査
に
は
、
調
節
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
調
節
し
て
来
た
と
す
る
見
解
が
窺
わ
れ
た（

181
）

と
云
う
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
伸
縮
審
査
の
基
準
は
、
そ
の
こ
と
ば
あ
る
い
は
そ
の
基
準
の
定
義
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
多
く
の
司
法
審
査
は
、
一
つ
の

問
題
の
解
決
に
際
し
て
そ
の
都
度
何
ら
か
の
特
定
さ
れ
た
基
準
を
用
い
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
今
ま
で
な
さ
れ
て
来
た
三

重
あ
る
い
は
三
層
の
基
準
も
、
一
貫
性
を
有
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
か
つ
て
も
、
事
案
次
第
で
は
、
必
要
性

（
182
）

、
利
益
衡
量

（
183
）

や

歴
史
の
基
準

（
184
）

等
そ
の
他
の
審
査
基
準
が
用
い
ら
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
審
査
基
準
が
併
用
さ
れ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
連
邦

最
高
裁
判
所
は
、
問
題
の
そ
の
都
度
の
便
宜
的
あ
る
い
は
流
動
的
な
解
決
基
準
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
類
型
化
さ
れ
得
る
問
題
に
つ

い
て
普
遍
的
な
基
準
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
の
専
断
を
防
ぎ
、
立
憲
政
治
、
法
の
支
配
、
法
的
な
安
定
性
の

要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
確
か
に
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
明
示
に
あ
る
い
は
暗
示
に
認
め
ら
れ
た
自
由
や
権
利
の
性
格
は
単
純
に
示
さ

れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
時
代
や
技
術
等
の
変
化
と
共
に
複
雑
さ
を
増
し
変
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
憲
法

修
正
一
条
の
プ
レ
ス
の
概
念
は
、
か
つ
て
は
主
と
し
て
活
字
や
描
画
等
に
係
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
電
気
や
電
波
の
技
術
と
共
に
そ
の
範

囲
を
広
げ
て
い
る
。
国
に
よ
っ
て
憲
法
の
扱
い
は
異
な
る

（
185
）

が
、
少
な
く
と
も
合
衆
国
で
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
等
に
関
連
し
て
そ
の
範
疇
に
含

一
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ま
れ
る
場
合
が
あ
る
如
く
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
概
念
の
変
化
と
そ
れ
に
係
る
自
由
や
権
利
の
行
使
と
そ
の
規
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
特

定
の
一
時
代
に
普
遍
的
な
公
理
を
見
出
す
こ
と
は
、
至
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
発
見
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
限
ら
ず
、

自
由
主
義
圏
の
多
く
の
裁
判
所
が
努
力
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
苦
悩
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

（
1
） G

.G
unther &

 N
.D

ow
ling, C

A
S
E
S
 A

N
D
 M

A
T
E
R
IA

L
S
 O

N
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 L

A
W

 1-49 

（8
th ed, 1970

）.

（
2
） H

arry H
.W

ellington, C
O
M

M
O
N
 L

A
W

 R
U
L
E
S
 A

N
D
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 D

O
U
B
L
E
 S

T
A
N
D
A
R
D
:S

O
M

E
 N

O
T
E
S
 O

N
 

A
D
JU

D
IC

A
T
IO

N
, 83 Y

ale L
.J.221 

（1973

）.

（
3
） 304 U

.S
.144 

（1937
）.

（
4
） H

.H
.W

ellington, supra note 1, at 285.

こ
の
よ
う
な
基
準
に
よ
る
二
重
の
基
準
論
も
誤
り
で
は
な
く
、
ま
た
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
。

（
5
） M

arius E
m
berland, P

R
O
T
E
C
T
IO

N
 A

G
A
IN

S
T
 U

N
W

A
R
R
A
N
T
E
D
 S

E
A
R
C
H
E
S
 A

N
D
 S

E
IZ

U
R
E
S
 O

F
 C

O
R
P
O
R
A
T
E
 

P
R
E
M

IS
E
S
 U

N
D
E
R
 A

R
T
IC

L
E
 8 O

F
 T

H
E
 E

U
R
O
P
E
A
N
 C

O
N
V
E
N
T
IO

N
 O

N
 H

U
M

A
N
 R

IG
H
T
S
:T

H
E
 C

O
L
A
S
 E

S
T
 S

A
 

V
.F

R
A
N
C
E
 A

P
P
R
O
A
C
H
, 25 M

ich.J.Int’l L
.77, at 110F

N
110 

（F
all, 2003

）.

（
6
） H

.J.A
braham

 &
 B

.A
.P

erry, “F
reedom

 and the C
ourt:C

ivil R
ights in the U

nited S
tates”11-37 

（5
th ed. 1988

） citing in 

E
rnest A

.Y
oung, 

（2012 C
onstitution on S

tate H
ealth C

are &
 P

rivacy R
egulation A

fter S
orrell V

.Im
s H

ealth S
ym

posium
-

O
ctober 14. 2011 V

erm
ont L

aw
 R

eview
 &

 U
niversity of N

ew
 H

am
pshire L

aw
 R

eview

） S
O
R
R
E
L
L
 V

.IM
S
 H

E
A
L
T
H
 A

N
D
 

T
H
E
 E

N
D
 O

F
 T

H
E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 D

O
U
B
L
E
 S

T
A
N
D
A
R
D
, 36 V

t.L
.R

ev.903, at 914F
N
63 

（S
um

m
er, 2012

）;Abraham
 &

 

P
erry, ibid. citing M

ichael W
.D

ow
dle, 

（N
ote

） T
H
E
 D

E
C
E
N
T
 O

F
 A

N
T
ID

IS
C
R
IM

IN
A
T
IO

N
:O

N
 T

H
E
 IN

T
E
L
L
E
C
T
U
A
L
 

O
R
IG

IN
S
 O

F
 T

H
E
 C

U
R
R
E
N
T
 E

Q
U
A
L
 P

R
O
T
E
C
T
IO

N
 JU

R
IS

P
R
U
D
E
N
C
E
, 66 N

.Y
.U

.L
.R

ev.1165, at 1168F
N
17 

（O
ctober, 

1991

）.
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七
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第
三
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（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
四
六
）

（
7
） A

drian V
erm

eule, P
O
L
IT

IC
A
L
 C

O
N
S
T
R
A
IN

T
 O

N
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 R

E
F
O
R
M

, 90 M
inn.L

.R
ev.1154, at 1163F

M
38

（M
ay, 2006

）.
（
8
） W

est C
oast H

otel C
o.v.P

arrish, 300 U
.S

.379 

（1937

）.

（
9
） S

ee, O
lsen v.N

ebraska, 313 U
.S

.236 

（1941

）;Lincoln F
ed.L

abor U
nion v.N

orthw
estern Iron &

 M
et al C

o., 335 U
.S

.525 

（1949

）;W
illiam

son v.L
ee O

ptical C
o., 348 U

.S
.483 

（1955

）.

（
10
） S

ee, 319 U
.S

.624, at 648 

（1943

）;L.H
and citing G

.S
idney B

uchanan, A
 V

E
R
Y
 R

A
T
IO

N
A
L
 C

O
U
R
T
, 30 H

ous.L
.R

ev.1509

（W
inter, 1993

）.

（
11
） Ibid. at 1511.

（
12
） S

ee, Joseph F
.M

orrissey, L
O
C
H
N
E
R
, L

A
W

R
E
N
C
E
, A

N
D
 L

IB
E
R
T
Y
, 27 G

a.S
t.U

.L
.R

ev.609, at 638-639 

（S
pring, 

2011

）;Dennis D
.H

irsch, T
H
E
 R

IG
H
T
 T

O
 E

C
O
N
O
M

IC
 O

P
P
O
R
T
U
N
IT

Y
:M

A
K
IN

G
 S

E
N
S
E
 O

F
 T

H
E
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T

’S
 

w
elfare rights decisions, 58 U

.P
itt.L

.R
ev.109, at 114, 136 

（F
all, 1996

）;Kyle T
.M

urray, L
O
O
K
IN

G
 F

O
R
 L

O
C
H
N
E
R
 IN

 A
L
L
 

T
H
E
 W

R
O
N
G
 P

L
A
C
E
S
:T

H
E
 IO

W
A
 S

U
P
R
E
M

E
 C

O
U
R
T
 A

N
D
 S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 R

E
V
IE

W
, 84 Iow

a L
.

R
ev.1141, at 114 7F

N
38 

（A
ugust, 1999

）, etc..

“L
ochner era”

（L
ochner

時
代
）
と
云
う
こ
と
ば
が
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
決
の
中
に
現
れ
た
の
は
、
一
九
七
七
年
にL

ew
is P

ow
ell

判
事

の
多
数
意
見
の
中
でG
.G

unter “C
ases and M

aterials on C
onstitutional L

aw
 550-96 

（9
th ed. 1975

） ”

を
引
用
し
て
用
い
ら
れ
た
時
で
あ
る

（L
.P

ow
ell, J., in M

oore v.C
ity of E

.C
leveland, 494, at 502 

（1977

））。
尤
も
、
そ
の
用
語
法
は
、
そ
れ
以
前
に
連
邦
最
高
裁
判
所
に
お
け

る
弁
論
趣
意
書
の
中
で
一
九
七
四
年
に
用
い
ら
れ
て
い
る
（D

icks v.N
aff , 415 U

.S
.958 

（1974

） （N
o.73-1128

） citing D
avid E

.B
ernstein, 

L
O
C
H
N
E
R
 V

.N
E
W

 Y
O
R
K
:A

 C
E
N
T
E
N
N
IA

L
 R

E
T
R
O
S
P
E
C
T
IV

E
, 83 W

ash.U
.L

.Q
.1469, at 1520F

N
332 

（2005

））。G
.S

idney 

B
uchanan

は
、
こ
のL

ochner

時
代
を
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
三
五
年
と
述
べ
て
い
る
（supra note 10, at 1509

）。

（
13
） 118 U

.S
.394 

（1886

）.

（
14
） 123 U

.S
.623 

（1887

）.

一
〇
六



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
四
七
）

（
15
） S

ee, ibid. at 661.
（
16
） 165 U

.S
.578 

（1897

）.
（
17
） 198 U

.S
.45 

（1905

）.

（
18
） Ibid. at75 

（H
olm

es, J., dissenting

）.

（
19
） 262 U

.S
.390 

（1923

）.

（
20
） 268 U

.S
.510, at 534-535 

（1925

）.

（
21
） 94 U

.S
.113, at 132 

（1876

）.

（
22
） S

ee, M
eyer v.N

abraska, 262 U
.S

.390, at 399 

（1923

）;Pierce v. S
ociety of S

isters, 268 U
.S

.510, at 534-535 

（1924

）.

（
23
） 291 U

.S
.502 

（1934

）.

（
24
） 297 U

.S
.1 

（1936

）.

（
25
） W

est C
oast H

otel C
o. 300 U

.S
..

（
26
） 300 U

.S
.379 

（1937

）.

（
27
） E

.g., A
dkins v.C

hildren’s H
osp., 261 U

.S
.525 

（1923

）;M
orehead v.N

ew
 Y

ork ex rel.T
ipaldo, 298 U

.S
.587 

（1936

）.

（
28
） 249 U

.S
.47 

（1919

）.

（
29
） H

olm
es

判
事
が
、
明
白
で
現
在
の
危
険
の
テ
ス
ト
を
説
い
た
と
き
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
危
険
な
傾
向
論
の
延
長
上
の
も
の
で
あ
っ
た
（see, 

S
chenck v.U

.S
., 249 U

.S
.47 

（1919

））。
し
か
し
、
彼
が
、
同
じ
年
、
法
廷
意
見
に
対
す
る
反
対
意
見
で
、
明
白
で
差
し
迫
っ
た
危
険
の
テ
ス
ト

を
説
い
た
と
き
、
そ
れ
は
、
危
険
な
傾
向
論
を
離
れ
て
、
言
論
の
自
由
の
た
め
に
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
（A

bram
s v.U

.S
., 250 U

.S
.616

（1919

））。

（
30
） 

な
を
、G

.S
.B

uchanan, supra note 10, at 1519

は
、C

raig v.B
oren, 429 U

.S
.190, at 197 

（1976

）
に
目
を
向
け
な
が
ら
、L

ochner

時
代
の
合
理
性
の
審
査
基
準
は
、
こ
ん
に
ち
の
そ
れ
よ
り
厳
し
か
っ
た
と
し
、
こ
ん
に
ち
的
用
語
法
に
よ
る
な
ら
ば
、
実
質
的
に
は
、
中
間
的
審
査

基
準
で
あ
る
と
し
て
い
る
（see, ibid, at 1519 F

N
49

）。
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（
31
） G

.S
.B

uchanan, supra note 10, at 1520.
（
32
） E

.g.O
lsen v.N

abraska, 3131 U
.S

.236 

（1941

）;Lincoln F
ederal L

abor U
nion v.N

orthw
estern Iron &

 M
etal C

o., 335 U
.S

.525
（1949
）;W

illiam
 v.L

ee O
ptical C

o., 348 U
.S

.483 

（1955

）.

（
33
） 302 U

.S
.319 

（1937

）.

（
34
） Ibid. at 326-327 

（1937

）;G.S
idney B

uchanan, supra note 10, at 326-327

）.

（
35
） 304 U

.S
., at 152 F

N
4.

（
36
） Ibid. at 152-153 F

N
4.

S
tone

判
事
に
は
、
通
常
の
商
取
引
に
影
響
を
及
ぼ
す
立
法
に
対
す
る
緩
や
か
な
司
法
審
査
と
権
利
の
章
典
で
保
障
さ
れ
た
権
利
に
係
る
立
法
に

対
す
る
よ
り
厳
し
い
司
法
審
査
と
云
う
見
解
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

（
37
） Ibid. at 152.

（
38
） Ibid. at 152-153 F

N
4.

こ
こ
で
司
法
に
よ
る
審
査
が
緩
和
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
は
、
⑴
文
面
上
第
一
〇
修
正
条
項
ま
で
に
規
定
さ
れ
た
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

関
す
る
立
法
、
⑵
投
票
権
、
情
報
の
流
布
、
政
治
組
織
、
平
穏
な
集
会
に
係
る
よ
う
な
、
通
常
、
望
ま
し
く
な
い
立
法
を
取
り
除
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
政
治
過
程
を
制
限
す
る
立
法
、
⑶
特
定
の
宗
教
と
か
、
民
族
と
か
、
人
種
と
か
で
少
数
を
対
象
と
し
た
立
法
が
示
さ
れ
て
い
る
（ibid

）。

（
39
） 316 U

.S
.535 

（1942

）.

（
40
） Ibid. at 541.

こ
こ
で
「
不
愉
快
な
差
別
」
と
し
て
、
特
定
の
人
種
や
国
籍
に
対
す
る
抑
圧
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

（
41
） 310 U
.S

.586, at 606-607

（S
tone, J., dissenting

）.

（
42
） 316 U

.S
.584, at 608 

（S
tone C

.J., dissenting

）. S
ee, “F

reedom
 of press, freedom

 of speech, freedom
 of religion are in a 

preferred position” 

（D
ouglas, J., for the C

ourt

）. M
urdock v.C

om
. of P

ennsylvania, 319 U
.S

.105, at 115 

（1943

）;Prince 

v.M
assachusetts, 321 U

.S
.158, at 164 

（1944

）;Follett v.M
cC

orm
ick, 321 U

.S
.573, at 575 

（1944

）;M
arsh v.A

labam
a, 326 U

.S
.501, 

at 509 

（1946

）;Salia v.N
ew

 Y
ork, 334 U

.S
.558, at 562 

（1948

）, etc..
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（
43
） 319 U

.S
.105, at 115 

（1943

）.
（
44
） G

.E
dw

ard W
hite, T

H
E
 A

M
E
N
D
M

E
N
T
 C

O
M

E
S
 O

F
 A

G
E
:T

H
E
 E

M
E
R
G
E
N
C
E
 O

F
 F

R
E
E
 S

P
E
E
C
H
 IN

 T
W

E
N
T
IE

T
H
-

C
E
N
T
U
R
Y
 A

M
E
R
IC

A
, 95 M

ich.L
.R

ev.299, at 330 

（N
ovem

ber, 1996

）.

（
45
） 323 U

.S
.214 

（1944

）.

（
46
） Ibid. at 216, 217-218.

（
47
） 

合
衆
国
で
は
、
一
般
に
三
層
（three-tiered

）
の
基
準
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
48
） G

.S
.B

uchanan, supra note 10, at 1525.

（
49
） M

cG
ow

an v.S
tate of M

d., 366 U
.S

.420 

（1961

）;Braunfeld v.B
row

n, 366 U
.S

.599 

（1961

）;Gallagher v.C
row

n K
osher S

uper 

M
arket of M

ass., Inc., 366 U
.S

.617 

（1961

）;Tw
o G

uys from
 H

arrison -A
llent ow

n Inc.v.M
cG

inley, 366 U
.S

.582 

（1961

）.

（
50
） S

ee, M
icahel R

.B
elknap, G

O
D
 A

N
D
 T

H
E
 W

A
R
R
E
N
 C

O
U
R
T
:T

H
E
 Q

U
E
S
T
 F

O
R
 “A

 W
H
O
L
E
S
O
M

E
 N

E
U
T
R
A
L
IT

Y
”, 9 

S
eton H

all C
onst.L

.J.401, at 416-417 
（S

pring, 1999

）.

（
51
） M

cG
ow

an 366 U
.S

., at 425-426;B
rauefeld 366 U

.S
., at 607;G

allagher 366 U
.S

., at 623;T
w
o G

uys 366 U
.S

., at 590.

（
52
） 374 U

.S
.398, at 406 

（1963

）.

（
53
） 406 U

.S
.205 

（1972

）.

（
54
） T

hom
as v.R

eview
 B

d.of Indiana E
m
ploym

ent S
ec. D

ivision, 450 U
.S

.707, at 718 

（1981

）;United S
tates, 455 U

.S
.252, at 

257-258

（257-258

）;Bob Jones U
niversity v.U

nited S
tates, 461 U

.S
.574, at 603-604 

（1983

）.

（
55
） C

haplinsky v.N
ew

 H
am

pshire, 315 U
.S

.568, at 571-572 
（1942

）;Gooding v.W
ilson, 405 U

.S
.518, at 522-523 

（1972

）.

（
56
） P

aris A
dult T

heatre Ⅰ
 v.S

laton, 413 U
.S

.49, at 54-55 

（1973
）;M

iller v.C
alifornia, 413 U

.S
.15, at 23-24 

（1973

）.

（
57
） N

ew
 Y

ork v.F
erber, 458 U

.S
.747, at 756, 764-765 

（1982

）.

（
58
） B

randenburg v.O
hio, 395 U

.S
.444, at 447-448 

（1969

）.

（
59
） C

haplinsky, 315 U
.S

., at 571-572;R
.A

.V
.v.C

ity of S
t.P

aul, M
inn., 505 U

.S
.377, at 400 

（1992

）.

一
〇
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
五
〇
）

（
60
） G

.S
.B

uchanan, supra note 10, at 1536-1537.
（
61
） T

hom
as v.C

ollins, 323 U
.S

.516, at 5529-530 

（1945

）.
（
62
） S

ee, M
ichael J.P

erry, F
R
E
E
D

O
M

 O
F
 E

X
P
R
E
S
S
IO

N
:A

N
 E

S
S
A

Y
 O

N
 T

H
E
O

R
Y

 A
N

D
 D

O
C
T
R
IN

E
, 78 

N
w
.U

.L
.R

ev.1137, at 1137-1138 

（D
ecem

ber, 1983

）.

（
63
） C

ox v.N
ew

 H
am

pshire, 312 U
.S

.569, at 576 

（1941

）.

（
64
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
一
九
七
〇
年
代
は
、
流
動
的
な
状
態
に
あ
っ
た
し
、
こ
ん
に
ち
依
然
と
し

て
、
指
定
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
制
限
さ
れ
た
そ
れ
と
で
は
必
ず
し
も
確
定
的
に
識
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
伝
統
的
な

も
の
、
制
限
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
指
定
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
非
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
云
う
よ
う
に
種

別
さ
れ
色
々
な
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
（G

.S
.B

uchanan, supra note 10, at 1540-1544;P
erry E

duc.A
ss’n v.P

erry L
ocal E

ducators’ A
ss’n, 

460 U
.S

.37 

（1983

）;Norm
an T

.D
eutsch, D

O
E
S
 A

N
Y
B
O
D
Y
 R

E
A
L
L
Y
 N

E
E
D
 A

 L
IM

IT
E
D
 P

U
B
L
IC

 F
O
R
U
M

, 82 S
t.John’s 

L
.R

ev.107 

（W
inter, 2008

）;Ronnie J.F
ischer, 

（C
om

m
ents

）“W
H
A
T

’S
 IN

 A
 N

A
M

E
”:A

N
 A

T
T
E
M

P
T
 T

O
 R

E
S
O
L
V
E
 T

H
E
 

“A
N
A
L
Y
T
IC

 A
M

B
IG

U
IT

Y
” O

F
 T

H
E
 D

E
S
IG

N
A
T
E
D
 A

N
D
 L

IM
IT

E
D
 P

U
B
L
IC

 F
O
R
 A

, 107 D
ick.L

.R
ev.639 

（W
inter, 2003

）.

（
65
） H

ague v.C
IO

, 307 U
.S

.496, at 515 

（R
obert &

 B
lack, JJ., concurring

）.

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
は
、
一
九
六
五
年
、H

arry K
alven, Jr.

の
命
名
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（T

H
E
 C

O
N
C
E
P
T
 O

F
 T

H
E
 

P
U
B
L
IC

 F
O
R
U
M

:C
ox v.L

ouisiana, 1965 S
up.C

t.R
ev.1

）。

（
66
） D

avis v.M
assachusetts, 167 U

.S
.43 

（1987

）.

（
67
） S

ee, Ian R
.S

cheinm
an, F

IR
S
T
 A

M
E
N
D
M

E
N
T

│F
R
E
E
D
O
M

 O
F
 S

P
E
E
C
H

│B
E
C
A
U
S
E
 A

IR
P
O
R
T
 T

E
R
M

IN
A
L
 

C
O
N
S
T
IT

U
T
E
 N

O
N
P
U
B
L
IC

 F
O
R
A
, A

 B
A
N
 O

N
 S

O
L
IC

IT
A
T
IO

N
 IS

 R
E
A
S
O
N
A
B
L
E
, W

H
IL

E
 A

 B
A
N
 O

N
 T

H
E
 

D
IS

T
R
IB

U
T
IO

N
 O

F
 L

IT
E
R
A
T
U
R
E
 IS

 U
N
C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L

│IN
T
E
R
N
A
T
IO

N
A
L
 S

O
C

’Y
 F

O
R
 C

O
N
S
C
IO

U
S
N
E
S
S
, 

IN
C
.V

.L
E
E
.112 S

.C
T
.2701 

（1992

）, 3 S
eton H

all C
onst.L

.J.571, at 78F
N
28 

（F
all, 1993

）.

こ
の
註
で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ

ム
論
をH

ague

事
件
に
お
け
るR

obert

判
事
の
付
随
的
意
見
に
起
源
を
求
め
る
見
方
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
一
〇



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
五
一
）

（
68
） 307 U

.S
.496 

（1939

）.
（
69
） G

.S
.B

uchanan, supra note 10, at 1540.
（
70
） 408 U

.S
.92, at 95 

（1972

）.

（
71
） 454 U

.S
.263, at 267-268 

（1981

）.

（
72
） P

erry E
duc.A

ss’n v.P
erry L

ocal E
ducators’ A

ss’n, 460 U
.S

.37, at 45-47, 47F
N
7 

（1983

）.

（
73
） E

dw
ards v.S

outh C
arolina, 372 U

.S
.229, at 236 

（1963

）.

（
74
） G

rayned v.R
ockford, 408 U

.S
.104, at 120-121 

（1972

）.

（
75
） D

avid A
.T

hom
as, W

H
IT

H
E
R
 T

H
E
 P

U
B
L
IC

 F
O
R
U
M

 D
O
C
T
R
IN

E
:H

A
S
 T

H
IS

 C
R
E
A
T
U
R
E
 O

F
 T

H
E
 C

O
U
R
T
S
 

O
U
T
L
IV

E
D
 IT

S
 U

S
E
F
U
L
N
E
S
S
 ?, 44 R

eal P
rop.T

r. &
 E

st.L
.J.637 

（W
inter, 2010

）.

（
76
） A

rthur M
artin, 

（C
om

m
ent

） W
H
IC

H
 P

U
B
L
IC

, W
H
O
S
E
 IN

T
E
R
E
S
T
 ? T

H
E
 F

C
C
, T

H
E
 P

U
B
L
IC

 IN
T
E
R
E
S
T
, A

N
D
 

L
O
W

-P
O
W

E
R
 R

A
D
IO

, 38 S
an D

iego L
.R

ev.1159, at 1168 

（F
all, 2001

）.Federal R
adio C

om
m
ission v.N

elson B
ros.B

ond &
 

M
ortg.C

o. 

（S
tation W

IB
O

）, 289 U
.S

.266, at 279 

（1933

）; R
ed L

ion B
roadcasting C

oi.v.F
.C

.C
., 395 U

.S
.367, at 400-401 

C
olum

bia B
roadcasting S

ystem
, Inc.v.D

em
ocratic N

at. C
om

m
ittee, 412 U

.S
.94, at 101 

（1973

）.

（
77
） 320 U

.S
.61 

（1943

）.

尤
も
、
本
件
に
先
立
ち
、
専
ら
人
種
に
基
づ
い
た
立
法
上
の
差
別
を
平
等
の
保
護
を
否
定
す
る
も
の
と
す
る
判
例
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た

（Y
ick W

o, v.H
opkins, 118 U

.S
.356 

（1886

）;Yu C
ong E

ng v.T
rinidad, 271 U

.S
.500 

（1926

）;Hill v.T
exas, 316 U

.S
.400 

（1942

））。

（
78
） H

irabayashi 388 U
.S

., at 100.

（
79
） K
orem

atsu 323 U
.S

., at 216.

（
80
） 388 U

.S
.1, at 11 

（1967

）.

（
81
） 403 U

.S
.365 

（1971

）.

（
82
） Ibid. at 371-372.

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
五
二
）

（
83
） F

oley v.C
onnelie, 435 U

.S
.291 

（1978

）. S
ee, A

m
bach v.N

orw
ick, 441 U

.S
.68 

（1979

）;Cabell v.C
havez-S

alido, 454 U
.S

.432
（1982

）.
（
84
） S

ugarm
an v.D

ougall, 413 U
.S

.634, at 648 

（1973

）.

（
85
） Ibid.

（
86
） H

am
pton v.M

ow
 S

un W
ong, 426 U

.S
.88, at 100 

（1976

） and M
athew

s v.D
iaz, 426 U

.S
.67 

（1976

）.

（
87
） G

.G
unther, S

E
A
R
C
H
 O

F
 E

V
O
L
V
IN

G
 D

O
C
T
R
IN

E
 IN

 A
 C

H
A
N
G
IN

G
 C

O
U
R
T
:A

 M
O
D
E
L
 F

O
R
 A

 N
E
W

 E
Q
U
A
L
 

P
R
O
T
E
C
T
IO

N
, 86 H

arv.L
.R

ev.1 

（1972

）.

（
88
） 404 U

.S
.71, at 76 

（1971

）.

（
89
） 420 U

.S
.636, at 642-643, 651 

（1975

）.

（
90
） C

raig 429 U
.S

., at 197. S
ee F

N
30.

（
91
） G

eorge C
.H

lavac, 

（T
he D

.C
.C

ircuit R
eview

 -S
eptem

ber 1991-A
ugust 1992 E

qual P
rotection

） IN
T
E
R
P
R
E
T
A
T
IO

N
 O

F
 

T
H
E
 E

Q
U
A
L
 P

R
O
T
E
C
T
IO

N
 C

L
A
U
S
E
:A

 C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 S

H
E
L
L
 G

A
M

E
, 61 G

eo.W
ash.L

.R
ev.1349, at 1364F

N
103

（June, 1993

）.

（
92
） Ibid. at 1511.

（
93
） Jam

es L
.O

akes, ‘P
R
O
P
E
R
T
Y
 R

IG
H
T
S

’ IN
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 A

N
A
L
Y
S
IS

 T
O
D
A
Y
, 56 W

ash.L
.R

ev.583, at 587F
N
11

（N
ovem

ber, 1981

）.

（
94
） S

ee, R
obert E

.R
iggs, S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 IN

 1791, 1990 W
is.L

.R
ev.941 

（1990

）.

（
95
） 165 U

.S
.578 

（1897

）.

（
96
） R

.P
ound, T

H
E
 S

C
O
P
E
 A

N
D
 P

U
R
P
O
S
E
 O

F
 S

O
C
IO

L
O
G
IC

A
L
 JU

R
IS

P
R
U
D
E
N
C
E
, 25 H

arv.L
.R

ev.510 

（1912

）.

（
97
） R

.P
ound, L

IB
E
R
T
Y
 O

F
 C

O
N
T
R
A
C
T
, 18 Y

ale L
.J.454 

（M
ay, 1909

）.

（
98
） L

ochner v.N
ew

 Y
ork, 198 U

.S
.45, at 58-59 

（1905

）.

一
一
二



変
化
す
る
司
法
審
査
の
基
準
（
青
山
）

（
四
五
三
）

（
99
） 

こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
異
論
も
あ
る
（A

lan J.M
eese, W

IL
L
, JU

D
G
M

E
N
T
, A

N
D
 E

C
O
N
O
M

IC
 L

IB
E
R
T
Y
:M

R
.JU

S
T
IC

E
 

S
O
U
T
E
R
 A

N
D
 T

H
E
 M

IS
T
R
A
N
S
L
A
T
IO

N
 O

F
 T

H
E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
 C

L
A
U
S
E
, 41 W

m
. &

 M
ary L

.R
ev.3, at 48F

N
211

（D
ecem

ber, 1999

））。

（
100
） R

.P
ound, supra note 97, at 456.404 U

.S
.71, at 76 

（1971

）.

（
101
） S

ee, Josepf J.L
azzarotti, P

U
B
L
IC

 U
S
E
 O

R
 P

U
B
L
IC

 A
B
U
S
E
, 68 U

M
K
C
 L

.R
ev.49, at 67F

N
155 

（F
all, 1999

）.

（
102
） 335 U

.S
.525 

（1949

）.

（
103
） N

ebbia 291 U
.S

.502 

（1934

）.

（
104
） W

est C
oast H

otel C
o. 300 U

.S
..

（
105
） 312 U

.S
.100 

（1941

）.

（
106
） 313 U

.S
.177 

（1941

）.

（
107
） 342 U

.S
.421 

（1952

）.

（
108
） W

illiam
son v.L

ee O
ptical of O

klahom
a, 348 U

.S
.483, at 488.

（
109
） S

ee, H
.W

.W
ellington supra note 1, at 273.

（
110
） 262 U

.S
.390 

（1923

）.

（
111
） 268 U

.S
.510 

（1925

）.

（
112
） 381 U

.S
.479 

（1965

）.

（
113
） M

ichael J.P
hillips, A

N
O
T
H
E
R
 L

O
O
K
 A

T
 E

C
O
N
O
M

IC
 S

U
B
S
T
A
N
T
IV

E
 D

U
E
 P

R
O
C
E
S
S
, 1987 W

is.L
.R

ev.265, at 282

（1987

）.

（
114
） G

eoffrey G
.S

laughter, 

（N
ote

） T
H
E
 N

IN
T
H
 A

M
E
N
D
M

E
N
T
 R

O
L
E
 IN

 T
H
E
 E

V
O
L
U
T
IO

N
 O

F
 F

U
N
D
A
M

E
N
T
A
L
 

R
IG

H
T
S
 JU

R
IS

P
R
U
D
E
N
C
E
 T

H
E
 E

N
U
M

E
R
A
T
IO

N
 IN

 T
H
E
 C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
, O

F
 C

E
R
T
A
IN

 R
IG

H
T
S
, S

H
A
L
L
 N

O
T
 

B
E
 C

O
N
S
T
R
U
E
D
 T

O
 D

E
N
Y
 O

R
 D

IS
P
A
R
A
G
E
 O

T
H
E
R
S
 R

E
T
A
IN

E
D
 B

Y
 T

H
E
 P

E
O
P
L
E
, 64 Ind.L

.J.97, at 99 

（W
inter, 

一
一
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
五
四
）

1988

）;M
itchell F

.P
ark, 

（C
om

m
ent

） D
E
F
IN

IN
G
 O

N
E

’S
 O

W
N
 C

O
N
C
E
P
T
 O

F
 E

X
IS

T
E
N
C
E
 A

N
D
 T

H
E
 M

E
A
N
IN

G
 O

F
 T

H
E
 

U
N
IV

E
R
S
E
 T

H
E
 P

R
E
S
U
M

P
T
IO

N
 O

F
 L

IB
E
R
T
Y
 IN

 L
A
W

R
E
N
C
E
 V

.T
E
X
A
S
, 2006 B

.Y
.U

.L
.R

ev.837, at 851 

（2006

）.
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
堕
胎
と
同
性
愛
に
つ
い
て
論
究
し
たM

ichael J.S
andel

は
反
対
し
て
い
る
（see, S

andel citing D
vid L

.

F
itzgerald, 

（N
ote

） L
E
T
 JU

S
T
IC

E
 F

L
O
W

 L
IK

E
 W

A
T
E
R
:T

H
E
 R

O
L
E
 O

F
 M

O
R
A
L
 A

R
G
U
M

E
N
T
 IN

 C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L
 

IN
T
E
R
P
R
E
T
A
T
IO

N
, 65 F

ordham
 L

.R
ev.2103, at 2106 

（A
pril, 1997

））。
実
体
的
適
正
手
続
の
分
岐
点
と
な
っ
た
判
決
は
、
避
妊
具
の

販
売
を
規
制
し
た
立
法
を
無
効
と
し
たE

isenstadt v.B
aird, 405 U

.S
.438 

（1972

）
と
さ
れ
る
の
だ
。

（
115
） R

.E
.B

arnett, 
（T

he 100
th A

nniversary of L
ochner v.N

ew
 Y

ork, 198 U
.S

.45 

（1905

）） F
O
R
W

A
R
D
:W

H
A
T

’S
 S

O
 W

IC
K
E
D
 

A
B
O
U
T
 L

O
C
H
N
E
R
 ?, 1 N

.Y
.U

.J.L
. &

 L
iberty 325, at 328 

（2005

）.

（
116
） 367 U

.S
.497, at 516-517 

（D
ouglas, J., dissenting

）.

（
117
） Ibid. at 542-543, 548 

（1961
） （H

arlan, J., dissenting

）.

（
118
） S

ee, M
.F

.P
ark, supra note 114, at 852.

（
119
） R

.E
.B

arnett, supra note 115, at 328.
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